
2010年8月18日

福井県知事西川一誠殿
~

部落角

人権問題についての懇談会の申し入れ

貴職におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます｡常日頃よりの部落問
題・人権問題への取り組みについて敬意を表します。

また､私どもの解放運動に対しても、ご理解を賜り心強く思う次第であります。､＄

さて､渉年の政権交替により政府は｢人権侵害救済法｣の早期制定に強く取り組まれ
ておりますが現実には厳しいものが御座います。しかし、人権の福井県、人権の街作り
の為のあらゆる施策の法的根拠である｢人権侵害救済法」の制定が是非必要であり、福
井県にもご尽力賜りたくお願い申し上げる次第であります。

一方､一昨年､■生じた差別発言事件は~まさしく今日における被差別部落民
の当事者が苦しんでいる現実を示す事件であります。

つきましては、これらの問題を、お互いの協力の中で早期解決のために下記の日程で
懇談会の開催をお願いいたします｡公務多忙の折とは存じますが関係職員の出席につい
てご高配を賜りますよう宜しくお願いいたします。

記

日時 ~ 2010年9月2日(木)午後1時～
卓4

場所 ~ ~福井県立図書学習ざiZンター

出席者県連側 約40名

『

以上



亡ン

裟蕊

2010年10月5日

部落解放同盟福井県連合会
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|驚灘職羅識識鍵鐙艤鶯蕊驚霞猿鱈熱蕊塞’

「人権教育・啓発推進法」には『地方公共団体の責務』が明記されており、県内市町においても人権施策推進に向け計画策定及び
体制整備が義務付けられています。策定されている全市町の人権施策推進計画を公表されたい。併せて、策定されている全市町の
2009年度の実施具体内容を公表されたい。また現状をどう評価し、今後どのように指導されるのか。

（追加項目）また、県内の学校における人権教育の現況を明らかにされたい。具体的な実践内容資料を出されたい。

闇騒一曙認溺鰯謝鰐蝿懲罰雛

■■での差別発言について福井県はどのように捉えているのか｡その原因となる背景を明らかにされたい｡また福井県並びに■■
■事件後の取組みの経過を明らかにされたい｡併せて､今後どのような対応をされるのか。

|蕊総婚類談諒瀧蕊:蕪’

結婚相談所．相談申込における申込書や相談カード等の記載内容について、 95年通産省（現経済産業省） 「通達」の「基本的人権を
侵害することがないよう万全の配慮を」 という 「行動指針」に違反していることに対して、昨年の懇談会以降、福井県と福井県連と
の間で勉強会を通して議論してきましたが、その後の取り組みや今後の方針について明らかにされたい。

醗議蕊顛瀕鹿蝉蕊蕊蕪’

平成19年度の「公正採用選考チェック表」の内容修正および調査マニュアルの明確化により、不適切事象の状況が把握できるよう

改善されたが、平成21年度の不適切事象の件数並びに、労働局など関係機関が行なう違反事業所への指導・啓発の内容について明

らかにされたい。
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|職職諜漉蕊溝職鋳識識載蕊灘難’

県が20年度に実施しに人権意識調査について､課題を明らかにすると共に､~調査結果をどのように活用されるのか。

一可

畷 蕊閉鵜鍛騨凝議’

どうなっていますか。

の了癖4■■･■■■･ 許認可等を行い､早期にエ
事着手したいについて）

羅蕊溌謹溌

麓無' 熟繍雪灘鰯雲駕蹴壽職湧慰三
の連携を図り､事業推進にあたっていただきたい。
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部落問題解決に向けた福井県に対する要求項目回答（部落解放同盟福井県連合会）
H22. 10･． 5

要求項目 回 答

1 ~ ｢人権教育・啓発推進法」関係につ
いて

地域福祉課、生涯学習課

（1） 「人権教育・啓発推進法」には
「地方公共団体の責務』が明記され
ており、県内市町においても人権

施策推進に向け計画策定及び体制
~整備が義務付けられています。策
定されている全市町の人権施策推

賓~ 進計画を公表されたい。併せて、
策定されている全市町の2009年度
の実施具体内容を公表されたい。
また現状をどう評価し、今後どの
ように指導されるのか。

人権施策推進託画については、県内全市町に対Lご策定するよう指導してきたところ、

鯛鯛憩窪鯆〔鯛f懸懸蕊鯨誹よ'、
生涯学習課において、平成21年10月29日 （嶺北)、 ~30日 （嶺南）に臨時市町社

会教育担当者会議を開催し、人権教育・啓発の実施状況をわかりやすくする:よう様式を
改めること、 この資料を公表することの了解を市町から得たところである。県内17市
町の平成21年度人権教育･啓発実施結果を提出する。 ~

同和問題に関する教育・啓発を進めるため､平成21年10月の臨時市町社会教育担
当者会議において《市町教育委員会が主催する研修会等の中で同和問題についても取り
組むよう要請した。

また、本年度に開催した市町人権主管課長会議および福井県人権教育担当者会議にお
いても、同様の要請を行ったところであり、今後も指導していく｡~

~
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要求項目 回 答

（2）県内の学校における人権教育の

現況を明らかにされたい。具体的

な実践内容資料を出されたい。

高校教育課、義務教育課

すべての学校において、発達段階や児童生徒の実態を考慮しながら、社会科（高等学

校においては地歴科・公民科)、道徳､~特別活動ロングホーム・学級活動、総合的な学
習の時間を中心にあらゆる教育活動の中で機会を捉えながら人権教育を推進している。 ~
~人権教育を進める上で、小学校では、人権問題を正しく認識するための基礎を培うこ
と、 自他を尊重する心情や態度を育成することなど、中学校・県立高校では、様々な人

権問題について正しい知識と認識を深めること､~人権問題の解決のための科学的・合理
的なものの考え方や態度を育成することなどを念頭に各校が人権教育全体計画、人権
教育推進計画を作成し推進を図っている~。
また､県では､ ~すべての小･中学校および県立学校の人権担当教員を対象とした地区別

人権教育研究協議会や新採用教員研修、 10年経験者研修における人権教育講座、教育研
究所が実施する人権教育研修講座等を開催し､教師自身の人権意識の高揚を図っている。
さらに、すべての学校において人権担当教員を中心にく-校内研修会等を活用して、人権
教育の推進･充実を図っている。 ~

｜ ’ 一 ~

小学校、中学校、高等学校の実践例を提出する。
｜ ’

●

｜ I ，

~

甲

’ 一
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要求~項目 回 答

2■こおける差別事件について

の差別発言について福井

県はどのように捉えているのか。そ
の原因となる背景を明らかにされた

地域福祉課

■■■こおける差別発言については､本県において､~今なお同和問題に関する偏見や
差別意識が解消されていないということを示しており、県としては、今後とも人権教育．
啓発を積極的に推進していく必要がある:と考えている。 ~

■ま､県の指導により､平成21年7月6日に職員を対象とする人権研修会を開い。

また､福井県並び' 事件
後の取組みの経過を明らかにされた

催し、県の人権室長が講師として人権・同禾

また、県は、同和問題の啓発を図るため、

講演と映画の会」 (H21.10.15)~および~｢人ホ｢人権

行った。 ~ ~

~｢人権啓発
い。

また、現状をどう評価し、今後ど

のように指導されるのか。

教育・啓発講師および事業所人権啓発責任
者研修会」 (H22.3.4)を開催した。 ~

組:闇塞 層麓震騨圓磁 鱒茎慧鮮
を策定した。

~ 今後は､~■■人権施策基本方針｣に基づいて教育･啓発を推進するよう指導していI ． 、

く° ~

~

~
~

~
~
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一

要求項目 回 答~

.I

3結婚相談所について

結婚相談所･相談申込における申
込書や相談カード等の記載内容につ
いて、 95年通産省（現経済産業省）

「通達」の「基本的人権を侵害する
ことがないよう万全の配慮を」 とい

， う行動指針に違反していることに対
して、昨年の懇談会以降、福井県と

福井県連との間で勉強会を通して議
論してきましたが、その後の取り組
みや今後の方針について明らかにさ
れたい。

子ども家庭課、農林水産振興課

4月12日の部落解放同盟福井県連との懇談会での議論を踏まえて、 5月から福井県
婦人福祉協議会およびふくい農林水産支援センターに出向き、平成9年3月28日付け
の全国社会福祉協議会事務局長通知で示された結婚相談カード記入事項参考例（6項目）
を基本に意見交換・協議を行ってきた。 ~ ：

その結果申込書等について前述通知の記入事項参考例（6項目）で実施することと
なり、現径具体的な様式を定めるための調整を行っている。

~

~

~
~

言、
』

I ， 、

『

~
~

面

●
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｢－ 要求項目 回 答
~

… 凸

4公正採用問題について 高校教育課労働政策課

平成19年度の「公正採用選考チェ

ック表」の内容修正および調査マニュ

アルの明確化により、不適切事象の状
況が把握できるよう改善されたが、平
成21年度の不適切事象の件数並び
に、労働局など関係機関が行なう違反

事業所への指導・啓発の内容について

明らかにされたい。

平成19年7月4日に開催された「厚生労働省通達に基づく就職差別撤廃に向けた学
習会」の結果に基づき、 「公正採用選考チェック表」の内容を修正し、公正採用に係る調
査マニュアルを明確化したうえで、採用試験を受けた生徒全員が記入した「公正採用選
考に係る受験報告書」をすべて、公正採用選考関係機関連絡会議（平成13年設置）に
提出している。

平成21年度調査の結果、県内企業で121件の不適切事象があった。 ~
県では、企業向け啓発用リーフレットを作成し、各高等学校から事業所等へ、求人や

応募の際に配布している。また、 「公正採用選考関係機関連絡会議」に福井労働局の担当
職員にも参加いただき、不適切事象のあった企業の指導を依頼している。
労働局は、関係ハローワークを通じてこれらの企業に対し個別訪問により公正な採用

選考を行うよう指導しており、特に家族に関する不適切な質問が多いため、 これらの改
善を重点的に行っている。

~
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要求項目

5 県が実施した人権意識調査につい
て

回 答
~

地域福祉課

県が20年度に実施した人権意識

調査について、課題を明らかにする
と共に、調査結果をどのように活用
されるのか。

同和問題に関する意識については、既婚者に対して「お子さんの結婚しようとする相
手が同和地区の人であるとわかった場合にどのようにするか」を尋ねたところ、 「親とし
ては反対するが、子どもの意思が強ければしかたがない」 （13年度調査49．3％→今回調
査49．4％)、 「子どもの意思を尊重する。親が口だしすべきことではない」 （36.4％→~ ~
39.5％)、[家族や親戚の反対があれば認めない｣ ~(7.9％→6.0％)、 「絶対結婚を認めない」
(6.4％→5.1％)となった。 ~

また、未婚者に対して「同和地区の人と恋愛し、結婚しようとしたとき、親や親戚か
ら反対を受けた場合にどのようにするか｣を尋ねたところ、 「親の説得に全力を傾けたの
ちに自分の意思を貫いて結婚する」 （56.7％→6926％)、 「自分の意思を貫いて結婚する」
(22.4％→25.0％)､~ 「家族や親戚の反対があれば結婚しない」 （17.9％→5.4％)、 「絶対
結婚しない」 （3％→0％)となった。

･~以上のことから、同和問題に関する意識については､平成13年度の調査結果と比較
して、差別意識は着実に解消傾向を示している｡~ ~~

しかし､今なお根強い差別意識が存在していることも事実であり、この調査結果を踏
まえ、今後とも差別意識の解消に向けて教育･啓発を推進していく。

、

」 ． ．

~~
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要~求項目 回 答’

6 ~－一画開発事業について 土木部、嶺南振興局

芭農 苓 二二■■については■■■■■
このことを踏まえ、 9月に区へ道路計画を説明したところ、区から 「工事で潰れる砂

浜をできるだけ少なくしてほしい｣などの要望がなされたため、 協議し､その
結果について今年2月、 6月の2回にわたり区と協議を重ね工1,,るところである。 ~ ~

輔撫磯
当事業は交通安全の観点から必要な事業であり

早期に工事着手できるよう、県と町が協力して引
ていきたい。

則の

はどう

(昨年の回

茜
を行い、早期に工事着手したいについ

て）

ていく。

定する。
P

､■■■■■■
’

■関係法令の手続きについて
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一

要求項目 回 答一

7－活用について

砥:進め繊備構想､(案）

鰯菫繰謡謹搦'篭
尭ど 鴬燕

嶺南振興局

■■■■■■
■
ｄ
１
１
ｌ
Ｆ

整備したものでくそ
~~原則として目的外

使用は認められていない。

極繍蝋雛寵購鮮鰯過毒糖識
現在、

ぱ、随日

いる。地域振興における重要な計画で
協議があれ

あり、県管理の施設であることから、
高浜町との連携を図り、事業推進にあ
たっていただきたい。

聾

~~

や

~

~

負

P
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また､支部員の皆さん方には、大変お忙しい中、皆さんに給料もあげられないんです

けども、仕事をほったらかしてきていただきましてありがとうございます。これも一つ、

皆さんが、福井県における部落問題の現実というものをしっかり捉えていく必要がある

ので、今日の議論の中でしっかり問題を捉えていきたいと考えております。

今日は大変御苦労様ですが、よろしくお願いします。

平成22年度部落解放同盟との懇談会

日時平成22年10月5日 （水) 13時～16時5分

場所若狭図書学習センター講堂

出席者

(福井県連合会)一ー､一一一他
(司会）

どうもありがとうございました。続きまして、県側のごあいさつをお願いいたします。
(中央本部） I

（小竹健康福祉部長）

‘． 皆様、 こんにちは、私は福井県の健康福祉部長の小竹でございます。

開会に当たりまして、県の出席者を代表いたまして一言ごあいさつを申し上げます。

本日は､部落解放同盟福井県連合会か はじめ多くの皆様にご出席をい
ただき本当にありがとうございます。

また､中央本部から■はじめ遠路お越しいただきありがとうございます。
皆様には、 日頃より本県における同和行政の推進につきまして、格別のご理解、 ご協
力をいただいておりますことにこの場をお借りしまして厚くお礼を申し上げます。

今年の夏は、猛暑ということで大変暑うございました。当初、 9月の初めにこの懇談

会が予定されていたわけでございますが、 10月に入りまして若干涼しくなりましたこ

の時期に開催できまして、本当にありがとうございます。

さて、県では、同和問題は我が国固有の人権問題であり、憲法で保障する基本的人権

の侵害に関わる重大な課題であると認識をいたしまして、その早期解決に向けまして、

昭和44年の同和対策事業特別措置法の施行以来、国、市町の協力を得まして、また、

関係者の皆様方のご意見を伺いながら、特別対策を実施してきたところでございます。

そして、平成14年3月の法失効後も、それぞれの地域の状況や事業の必要性を把握
した上で、必要な施策を実施しているところでございます。

また、人権教育・人権啓発につきましては、国および地方公共団体をはじめとして、

それぞれの職域で取り組んでいますけれども､1 一厩〕らごあいさつの中でもい
ただきましたけれども､平成20年12月にｰ同和問題に関します差別事象が発
生するなど、いまだに様々な人権に関わる人権侵害が生じていることでございます。

こうした点を踏まえまして、県では、 「福井県人権尊重の社会づくり条例」に基づき

まして、 「福井県人権施策基本方針」を策定し、人権教育・啓発を総合的かつ計画的に
推進しているところでございます。

今日は、先日ご提示いただきました要望事項につきまして、健康福祉部をはじめそれ

ぞれの所管の出席者から回答させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
最後になりますが、本日の懇談が実り多きものになりますことをご祈念申し上げまし

て、簡単ではございますが、開会のあいさつとさせていただきます。今日は、よろしく
お願い申し上げます。

(県）

1

(司会一
それでは時間になりましたので、ただいまから平成22年度部落解放同盟福井県連と

福井県との懇談会を開催させていただきます｡私､司会を務めます､福井県連､酢
す。どうかよろしくお願いいたします。

それでは早速始めたいと患います｡はじめに福井県連を代表し邦て■■■よ
りあいさつをしていただきます。よろしくお願いいたします。

■■■
大変お忙しいところ、県からたくさんの方に出席をいただき大変感謝しております。

私どもも、福井県が人権行政に対して懸命な努力をしていることは、無論承知してお

ります。しかしながら、 まだまだ、積み残っている問題がたくさんあります。 ~ ‘ ~

その一つは結婚相談所の問題、 これも最初に申込書を見たときに、なんとまあ福井県

の人権問題に対する意識の低さを痛感したところでございます。

また一つは､■■■の差別発言の問題これも非常に厳しい問題だと私どもは捉えて
おります。皆さんは、単なる1件のそういう発言だと捉えているかもしれませんけれど

も、またどこでもあるような問題であると捉えているかもしれない。しかし、差別され

た当人の「自由に生きる」ということが侵害されている。 これは、当人しかわからない

面があるけれども、やはりこれは部落の人間の共通した苦しみであり悩みであると、そ

ういうこと力■■で発生したと､ これも30何年間県行政が同和行政をやり人権問題
に取り組んできた結果がそういうことになっている。 これは一体どういうことなのか。

今までの、人権行政、同和行政の効果といった問題も出てくると思うんですよね。

そういう二つの大きな問題を今抱えているわけであります。しかし、やっぱり県行政

が一生懸命取り組む中でですね、 しっかりした取り組みを進めてほしいと思っておりま

す。

今日はまた､中央本部『:はじめ､関係の方々大変遠いところありがとうご
ざいます｡

1
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背景を理解してこそ差別撤廃の第一歩につながるわけでありますから。その辺りがどこ

まで解明されながら対応していこうとしているのか、是非とも真筆にお答えをお願いし

たいと思います。

今日は、多くの課題をもっての地元の県連の交渉でありますから、是非ともそれぞれ

切実な地元の課題ということで、行政のそれぞれのセクションの中でご理解をいただき

ながら、真蟄な回答をお願いしまして本部を代表してのあいさつとさせていただきます。

（司会）

どうもありがとうございました。では続きまして、中央本部よりあいさつをさせてい

ただきます｡~ ございます。

■■■■■b
どうもご苦労さんです。昨年の交渉は他のことと重なりまして、欠席をしましたが、

この間、福井へは何回か寄せてもらったところでございます｡ _ ~

かつては､職員採用を巡る用紙を通してふ多く･の問題提起をさせていただきましたし、
..． 鼻 ･ 鐸げ今‘ ． Pｼ .草

また、今年の4月には結婚相談の申込様式に関わって、いろいろ私どもから指摘や改正

の提起をさせていただきました。福井におかれましては、 2008年にアンケート調査

を行っているわけでございますけれど、その結果の中で、部落出身者との結婚について

忌避するという項目が、 トータルで60％を超える回答が実はあったわけであります。

そういう実態を見ても、 この間の結婚相談の申込様式に関わっては、極めて多くの問

題・課題があると指摘をさせていただきました。行政は、個人情報を厳格に管理してい

かなければならない機関であります。個人情報をしっかりと保護しながら守っていく、

こういう役割を行政機関が持っているわけでありますが、結婚申込書の名のもとでその

ことが全く守られていない、個人情報が様々な角度で漏えいしている、 このような実態

が相談事業で明らかになりました。私達は全国的にも、 とりわけ結婚相談所の事業と行

政との関わりを強く指摘しましたし、同時に全社協を通して、 ここに差別の温床が根強

く存在している。 したがって、個人情報の保護という観点を含めて調査項目を限定する

ように、 こういう国との議論の中で6項目に調査項目を限定しながら、個人情報の管理
を進めて来たわけであります。

まだ相手の顔も見ない段階で拒否される、持っている情報のみで拒否される〈否定さ

れる、 こんなことを行政が加担しながらするということは、まったくもってあってはな

らないことであります。あくまで、個人同士が好意をもちながら発展させて行くという

ことは、 これは自然な形で、そのことに私達は何ら異議はない。しかし~、そのことに至

る以前の書類段階で拒否されるような加担を行政がすることは、まったくもって許され

るものではないわけであります｡ ~そのことをこの4月にも厳しく指摘をさせていただき

ました。

先日、今日の回答書を見せていただきましたところ、全社協の6項目に限定して、福

井においても対応していきたい、 こういう回答が示されたわけでありますが、であるな

らば、私たちが指摘してきた2年間はどういう議論がされたのか、 この辺りも後でしっ

かり解明をしていきたいと思います。指摘をされたから変えるのではなく、そこにおけ

る差別性を皆さんがしっかり理解しながら、 とりわけ何百人とおられる相談員の皆さん

にどう周知徹底されようとしているのか、そのこと抜きに単なるお題目ではないわけで

ありますから、私はここに差別の温床というか、差別の根深さというか、私はこのこと

を実は感じました。そのことをしっかりメスを入れ、そして解明しながらお互いにその

■自己紹介

県 ：県連提出名簿登載者（管理職）

■■■要求項目読み上げ(~'～7）

(柿木課長、中谷企画幹） ． 回答読み上げ(1～2)

■
1 (1)について、各市町の人権施策推進計画は全部出していただきました。 ~

問題は、具体的にどうやっているか、実践が明らかにならないといけない。推進計画

だけでなく、一番大事なことはどういうふうに実践していくかということです。資料を

出していただいたんですが、膨大な資料でどこから見たらよいのかわからないわけです

が､ま‐､表題だけでは何を話したのか分からないところがあるな｡同和問題
についてどこでやっているのか、その辺が、表を見ただけではわからないわけであるけ
ども。

(飯田人権室長）

同和問題につきましては、 8番目の「公民館職員研修会」で。

■ 」
8番目の参加数56人のね。確かにこういう講座を行っているということは分かった。

しかしね､ これを■■全部と比較するときに､ こういう状況では､同和問題に係る人
権についての意識が､■■全体に伝わっていくには何年かかるかなと思うんだけどな。
だから§そういうところをもつと、もう少しきめ細かく、年間何回かやっていかない

と■■I全体に回っていくのに何年かかるか分らんわな。 ~

…屋鰭職員職鯵舎｣…"闇…が…て‘､…

10番目の「新任職員研修」の人権意識の普及高揚という中で、当然同和問題もその中
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で研修を行っているところでございます。 克服に向けた研修が行われたんですか。そういう事例が2年前に発生

もこの事件の事実確認に関わって、対応してきましたよね。

一覧表を今見ているんですけども、 どこでその事例を報告しながら、

知されましたか。克服に向けての周知は。それを説明してください。

の

県

の

ぼんまにされていますか6 ちょっとそこが心配なんですけど。 職 者貝や関係 に周知されましたか。

（飯田人権室長）

■■■に確認したところでも、同和問題についても､そこはちゃんと教えていますと
いうことでございます。

騨熟象が起きたのが~ ,｡隼の』,月,’日でござい霞して~ この対応“
つきましては同盟さんと色々協議しながら対応方針を決めまして、それから私ども21

年度人権教育・啓発推進計画を策定させていただきまして、 21年5月31日に同盟さ

んの方に提出をさせていただきました。そして、それに基づいてやってきたということ

でございます｡その中で､ ~■はですね．

と………“…”

■■■■■
項目立てて、系統だって、計画作ってやってくれているんですかね。

風■計画…と書に福…冨燕市憾県庁所荏趣で…■■
たとえり

事業も相当していると思うよね､ ところが■の計画の’2ﾍｰｼの中で､ 「人権教
育・啓発の推進」 というのがありますね｡~学校でやります、あるいは家庭でやります、

3番目が地域社会においてやりますというふうに書いてありますよね。 ところが、地域

社会の中には、企業というのが一切欠落しているわけよ。

後の要求項目の中にもありますけど、少なくても福井県の調査の中で高校生の採用選

考に関わった企業が、差別につながるような質問をやっているわけでしよ、具体的に。

じゃあ具体的に企業に対する研修、企業に対する取組みというのはどういう形でやる

のか､■■の計画の中では こない｡具体的な人権侵害というものは､絵空事で

湧鱒頴撫雛駕臓はないわけでしょう。先ほど

に起きているわけでしよ。そ

ょ。 じゃあ具体的に起きている企業の差別質問等を含めて、それをなくすための企業の

教育をどうやって進めるかということが今問われているわけでしよ。

』

（飯田人権室長）

はい。認知しております。

それを克服していかんならんでしよ｡職員あげて｡Bげて｡それをどこでやられ
ているんですか。

どの事業でやられているんですか。その克服の内容をどの事業でどのようにやられて

いるの。

(飯田人権室長） ~

まず、今回の事件のむずかしさというのがありまして、一般の差別事件とは違いまし

て、差別されたご本人が、 「こういうことがあったこ

それから「相手方にも確認をしてほしくない｣、それ力

自ら啓発することは結構なことだ」ということがござ

ってほしくない｣、

自ら気が付いて、

辺りが難しいとこ

（飯田人権室長）

企業の教育についてですけれど、企業に対する教育については、まず労働局の職業安

定行政の中で実施しております。

私ども県も、人権指導者研修会、人権啓発講演と映画の会などによりまして、企業を

対象といたしまして研修会を実施いたしております。
護覇W欝奮震醗鞠職照主…けに憾伽，

ろで、

ただ

けませ人歴とれについては申し上げたと､隆んとしては｢わかった｣ という
ことで､■しても対応していくということでございます。
まず、 21年7月9日に職員を対象とする人権研修を開催しまして、私、人権室長が

講師として同和問題について ったということでございます。 ~

f麓難しいところ‘＊ 《…区の総ゞ魚きざぃ索す~…
それから、ご承知のとおり

畿騨篭腱競厩堂覺錨低協ヵを得雲Lて■

■■■
やっていないとは言わんが。

一般論で言うのは止めて、具体的に、 睡差別事件が起きました｡ これ､どういう
５ 価

L■』



■で｢人権啓発講演と映画の会｣を2‘年｣0月｣5日に県が開催をいたしました。
また、 22年3月4日に「人権教育・啓発講師および事業所人権啓発責任者研修会」の
同和問題に関する研修会を2回開催いたしました。 ~

そのようにして､■での啓発を行ってきたところでございます。

（飯田人権室長）

それで､H_間研修もできないとおっしゃっている大本のところは､地元の総意と
して（同和問題に関する啓発を） しないということになっていると言われましたので、

私は､区長さんにお会いしたいということで､ーお願いをいたしまして､■
の立会いのもとで、区長さんとお会いをさせていただきました。 ・

その区長さんとお会いしまして、いろいろな話をさせていただきまして、同和問題は

こんな問題なんですよと、 ご説明を申し上げましたところ、その区長さんは、 「いい話

を聞かせてもらった。いい勉強をさせてもらった｡」と言われましたので、同和問題に

関する正確な知識は同和問題の解決に必要であるので、勉強するというお考えはないの

ですかとお尋ねしました。区長さんは、少し考え込まれた後で、 「自分には一般地区の

弟子が10人以上おり、また、業界数十人の代表となっている。今更教育啓発でもなかﾞ ~

ろう｡」と言われました。区長さん自身が地主でありまして、アパート経営によって定

期的な収入があるとのことで、私が行ったのは昨年でありましたが、衆議院議員選挙の

真っ最中で、区長は業界の代表ということで地元の衆議院議員の有力後援者の一人との
ことでございました。

その地区は、現在混住が進んでおりまして、地区出身者と地区外出身者が半々という

状況でございまして、そのようなこともあるのかも分かりませんが、区長さんから直接

繊鶚駕釧鰹臓懸窒裁て直接ご意見を聞きしたとニ
ろでございます。

■■一■■
あのね、当事者や関係者に聞けば、私がさっき言ったように、結局は利害が絡んでき

て、 「差別だ」と声高らかに言えば言うほど、その地域社会の中で生きていけない､肩

身の狭い思いをしなければならないというような、差別社会の実態があるんです。

「私がそこで確認した」ということではなしに、 この事件の事実確認をしながら、な

ぜこのような発言が出たのか、職員として今後起こさないような対応をどうしていくべ
きか､垂して差別を見抜き差別を許さなし－重動をどうつくっていくのか、 ここ
に対応していくべきではないんですか。であるとするならば、そのための取組み、研修
をどうされたのかと私は聞いているんです。

~

１
－■

あのね、■中にお る被差別部落の人たちの現状というのは、人数も少数です
F冬

Vノ

し、それを克服するための行政の施策や研修もありませんから、そういう中で部落の人

が差別事件を克服するということは大変なことなんです。

なぜ大変なのか、すぐさま自分に跳ね返ってくる、店を経営されているとしたら経営
そのものに跳ね返ってくる。その地域社会の中で生きていけない。訴えることによって、
逆に自分たちが苦しい思いになってしまう、そんな中でのことなんですよ。

しかし、差別発言した人間は、そのお店だけにはとどまっていない、いろんな所で、

たとえば酔っぱらって出てくるにしても、そういう差別を拡散していたら、同じ被差別
民としていたたまれない、許せない、そんな思いを持つんですよ。

それを行政がしっかりと受け止めなければ、そのことを差別なんだと指摘し合えるよ

うにならなければ､■人権感覚を高める取組みを私はこの訴えられた方は求めてい
ると思うんですよ。

しかし、あなた方の取組みは、 「言ってほしくない｣、 「隠してほしい｣、 「相手に伝え

てほしくない」ということを通して、逆に取組みを放棄しているのと違うか。

少なくとも、その深層にある思いをしっかり受け止めながら、まさに差別の厳しさが

ゆえにそう言わせているという実態を受け止めながら、 「そんなことは許せない」と言

える市民の意識をどうっくつ工いくのかということは、私は、今回の事件を通しての課

題だと思うんです｡もちろ価墹われているし､県行政も問われているんです。
片方で、人権教育・啓発推進法に基づいて人権教育・啓発を進めて行くんだというこ

とを声高らかに皆さん言われているんですけれども、具体的な問題に出くわしたら、そ

のことがしぼんでしまう、取組みが進まない、 これはどういうことなんですか。

だから、今回の事件の真相ということ、そういうことが、差別事件が、差別発言があ

ったとしたら、そのことが差別だと指摘し合える、また本人や事業所を含めて、私は、

しっかりと行政が指導しながらですね､~再び起こらないという状況をつくっていくべき

枠昌う上皇にゴ崎嵯言~た岬圃題にさどまら蛍■の酢映
繊照篭鰐烏讓

として、 「こういうことが起こった」とするならば、

する直接､間接を含めた対応をしていー員
ために、 （同和問題の啓発を）やられて当たり前でしよ。

どうなんですか。そこら辺が見えない。去年のことを含めてもかまわへんけど、 どう
なんですか､~そこのところ。

(鯉禅譲 ､ら~地元の人が｢寝た子を起こすな｣と啓発を否趣
ているのは差別されるのが怖いからだ、 これは地元の人には罪はない、行政の啓発が不
十分なことが問題である旨 いただいたところでございます。 ~

荷…私ども県といたしまして 総務課に教育啓発の申し出を行った際に、地区の

総意として同和問題の教育・啓発に反対しているのは、差別されるのが怖いからではな

いかという見方があるがどう思うかとお聞きしたところ、 「そういう見方があることは

７
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霧鰡島縦脇…｡､“
の被差別部落住民に対す

であるなら、我々自身

は、やりますよこれ。

同和地区住民が、寝た子を起こすなという意識を持って、差別差別と騒げば、 自分達

にその被害が降ってくるのではないか、明日からその地域社会で暮らすことが困難にな

るのではないか。こんな思いから、行政に言われているかも分からないけど、他方で、

現実に差別されているんでしょう｡片方で差別を許さないという、人権教育や人権啓発

の行動計画や取り組みの中で、行政の責務を求めているわけですよ、 これ。その解決を

どう行政として迫っていくの。差別者に対して、差別を許さないという解決を。

あなた方､単I輯《､地区住民がこう言っているから､取り組みませんのやと､取
り組まない口実をただ我々地域住民になすり付けているだけの話やこれは。違うんです
か。

これは、そのお店屋さんで起こった発言というけれど、ひょとしたら他の店でも、他

の地域社会の中でも同様のことを彼は発言しているかもわからない。差別を拡散してい

るかもわからない。 、

そういう前提でやるときに､そのことを許さなし砂員としてどう対応するのか“
、まどうあるべきか､ このことをしっかりﾃｰﾏにしながら研修すべきではないんで
すか。それが、先ほどの研修結果の中で見えないから、質問したわけ。そこに踏み込ま

ないとね､~研修が空しい。形だけの、言い訳だけの研修にしか終わらない。具体的な事

例が出た時こそ、それをテーマにして検証していくことによって、研修そのものが生き

てくるんですよこれ。

駕謡麗謹I噂しても『何とかし葱ければならない｣ と患って“
錨嚇獣ぅ罐謝善鮮■しても微妙な立場でござ‘

歯;脇墓鰯臓鯛ござい雲すが伺絢闘題について願･細趣と=
いてございます｡それで､■に対して､計画(基本方針)の中で取り組むと書いて
あるが、実際に取り組むのかと確認をいたしたところでございます。

そうしたところ､確かに■しては地区の皆さんの総意があるので､なかなか表
立って､酢対象に大々的なものはやはり地区の皆さんの同意がなければできない。
しかし、取り組めるところから取り組んでいくとのことでありまして、今年度、研修会

をされる予定です。

1

うゞと…し‘､人権關謹伺………地塵"人”

燃蕊震蹴臘駕職議誌熊貯“
ためじゃないやん

別にしてやな、全

仮に､地区の人が嫌と言ったとしても､周辺侯体が理解しなかったら先に進
まん問題やわな｡逆にいえば､地区の人が寝ていても~周りの住民､■体がこの
問題をしっかり捉えていくことが大事なんや。差別する方を教育することが大事なんや。

差別する方を6

まあ、 ここまで来たんやかーやら､なあかん｡必｡やっぱりこれは■
■はほとんど人権啓発なんかやっていない｡そういう現状や｡そりやああんたら十分
認識しているやろ。

そうして結果的に、 こういうことが起こっているんや。その結果や。

今ここで､区長さんがどうやこうや言うてもやで､そういう■の問題だけやな
く、全国の、我々やたってそうや、我々自身も差別されているのと同じや。

罵驚鑿藤寵驚歎鮮露臓獣鶴乙職W
だらどうもならんで。早急にやって、差別された方の、住民を含めてやで、もう少し自

由な、伸び伸びとした生活なり仕事なり、そういう状況をつくってやらないかんわ。

区長さんや地元の人が反対、反対言うのは、やっぱり、 （差別が）厳しいから反対す

るのであってやな、周辺の差別が厳しいから反対するので、それは当たり前の話や。

誰も、跳び抜けて「やれ」ってなかなか言えんわな。それができないから、厳しいと

いうことや｡~

（飯田人権室長）

■対応ですが､昨年度はですね､■■職員の研修をまずやりなさ里と､県が
指導して､それに従っ■実施したということでございますが､■ま､今年
度はですね、 自ら「人権教育指導者研修会」ということで、 11月下旬に生涯学習課が

担当課になるんですが､学校の先生■の職員､社会教育団体指導者等を対象としまし
た同和問題の研修会を自ら実施する~ということであります。

漁篤輔k
それからですね、昨年はどちらかというと県の事業として研修会

たわけですが、今年度も、昨年度やりました「人権啓発講演と映画

権教育・啓発講師および事業所人権啓発責任者研修会」の2つの研修会を． 。

その事件をはずして、研修にはならんやろ。具体的に起こっている事件の話をしてこ

そ、研修効果を生むけども、それをはずして一般論を積み上げても研修にならんやろ。

啓発するにしても､研修するにしても､碓糟‘落差別についてどういう姿勢で行うの
の問題とは違うよ‘ これは｡■の部落の事例を出しながら
にしても､■被差別部落住民だけの話ではない｡全国
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か、 どういう立場に立っているのかということが一番大事なことやこれ。そうすると、
さっきから、 こちらから言っているけど、結局のところ「あんまり言うてくれるな、 し

てくれるな」ということを前提にした立場でしか啓発されていないんでしよ。

そうすると、ほんまに行政の責任として、 また二人の市民として、部落差別をどうす
るのかということを総括するのかというと、 しない。一番基本的な部分が明らかにされ
ないということやわな。そのことは一番大事なことや。

そのことを前提に、 じゃあなくすためにどうするのかという取組みが始まるわけで、

最初の時点の問題としていうてるのは、結局言っていることは、そういうのが表に出た

ときに、いまの状況やったら、地区民からしてみたら行政が自分たちの人権を守ってく

れない、かえって（同和問題の教育・啓発を）することによって、人権が侵害されるん
と違うんかという恐れを抱いているのかもわからんな。

それが、行政が全く信用されていないということやし、今まで全く何の義務もやって
こなかったということではあるよ。 ~ 1

ぅ堂蕊し冒鯆裂藩患慈撤墓鵜雪縣?蝉
から。

いうわけなんですわ。

だから、人権教育や人権啓発がいかに大事やって国の責務や、 自治体の責務や、そう

いうふうに言われている中で、やっぱり何か真剣にやってみて、アンケートを取ってみ

て、そして来年度の方向性はその中から見出していかなあかんと思うんです。

人さんに会って聞いてくれているんですよね、差別発言を
受けた。

(飯田人権室長）

はい。

それで、 N にも言って れるな｣、 「(加害者）本人にも言ってくれるな」って聞いたく

わけですか。それはいつの話ですか。

(飯田人権室長）

その確認につきましては、同盟の県連の皆さんと同時に聞かせていただいております。■
あのね先ほどから話を聞いておると､■こおける市民団体やとか事業所の研修

鮮牒琵鴬蕊潔識鰯蹴鱸駕記ているような感じをす そのことを隠れ蓑にして。 2回ぐら隅のことなら、

県として人権啓発や研修についてやったんなら、 こういう趣旨で、 こういう資料を使っ

て、 こういう方法でやって､そしてどういう反応が出てきたのかアンケートを、事業所
といっても何百も集まっているわけやない、だから全部にアンケートを取って、そして、

本当に人権教育がいらんとあなた（受講者） 自身が考えたら、アンケートを基にしてで

すよ、テレビを見ていると、 このごろ国家は、すべて何かを言うたら即座にアンケート

殿雲散悪鰯’蹴朧:蝿謹聴農驚
を

も

われ自身も初めて見せてもらって、話を聞かせてもらって、全く何もわかりません、や

っておられることが｡だから､ 2つぐらいなら､ )ではこういう話を

やって、参加者はこういう童星を持っていた、そし了う毛のを全部調べ上げて資料として

出してくれるならまだ､■人達はこういうことについては反対｣やと分かります
けどね、今言っておられるのは、噂で聞いておられるだけのことなんです。何にも実態
的な資料がなしに、地区の人はそういうことをあまり望んどらんのや、それはあんたの

考えだけで、その人たちが、区長さんも何かそういうことを言うと けど、地

遡講演会ゞ区民みんながそうやというと、全然違うと思うんですわ。僕は、 1

やったと聞いたもんで、何回かやっておられると思ったんですが、 1回だけやられたと

I
それはいつですか。初めて会ったときに聞いたんですか。

（飯田人権室長）

そうです。

掴Ⅲ=…“

ひどい差別発言を自分の経営している店で、客と経営者やから立場が弱いんね。ひど

いこと言われているわけでしよ。四つや、エタのって。直接その人達が部落出身かどう

かって、本人が分かっていたかどうかってことはあると思いますけど、わかっていたら
更にひどい発言なわけでしよ。

急露瀧:臺凝罵灌頚離勵
でも、 もうええねんておっしゃっているわけですか。

(飯田人権室長）

これは、確認させていただいたのは、 21年の3月30日に被害に遭われた方と、県
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魚里人& 諦意購鰹艫ビ
と、県連の方か

をさせていただ

菌身近海存在で鯵…巴憾擬触したく…た県”
たところで

1点目は

■■に対してこのことをきっかけとして人権教育~啓発を働きかけるごとも止めてほ

串篭驚驚灘難綴驚鰯
纐議灘懸職差

別発言を行った背景となっている

の中で、 自分たちが特定できない

のような差別発言を行う事実があったことを言ってもらって構わない。

3点目でございますが、県が行う研修会等において、今回のことを事例としてあいさ

つに使う場合は､自分たちが特定できないことはもちろんのこと､■■で起こったこ
とも分からないように使ってもらうようであれば構わない。

こういうご意向でございました。

瞳にも本人さんと会っていませんか

ご本人さんとは会ってはいない

24日1－､加害
思一致してませんやろか。

加害者を入れて確認したいと、確認会しよっていうて、意

徳

（飯田人権室長）

1月24日につきましては、県連さんの方で確認されているのかも知れませんし、私

どもが県連さんに何回か、

来舂でいただいているようなんですけど、それはいいです、 じゃあ、

（飯田人権室長）

県連さんに行って、話し合いを持たせていただいているのかもしれません。県連さん

からも、 どう啓発していくのかということで、そういう宿題もいただいておりましたの

で、そういうことも含めて、ご相談、ご協議をさせていただいたのかも知れません。

その話を聞いていて、決して本人が「言うてくれるな」なんて言っていないんと違う

の。

どこで差別事件が起こ?ても跡もそうなんやし､唇もそうなんだけど自
分が世間に特定されて、 「『私が言いましたんや』とか『私が提起した』とかは、あんま

り言わんとってくれ」とかいう話はどこにでもあるわけ。それはいわゆるバッシングな

話や。その人は、決して「差別されてもいい」なんてことは言っていない。 「差別をな

くしてくれ」と言っているわけやろ。ただし、 「自分が問題提起した」 とか、そう言う

と自分がバッシングを受けてしまうんじやないかとか不安感が常に付きまとっている

からそういう言い方をしているだけで、本質的には､別にその人があんまり言ってくれ

るなと言っているわけじゃないということをしっかり （認識） しなきゃいかん。

L ■■~
本人に対して、加害者に対してアプローチしないっていうのは、事件があったって分

かっているのに、そういうのってありなんですか。

言うた人目の前にいてるんでしよ。名前も、面も割れていて、確かにひどいこと言う

たって分かっているわけでしよ。 「特定してほしくない｣、 「『私が言った』って言わんと

いてくれ」って、そりやあ気持ちとして分かってもらえると思うんですけど、 じゃあそ

れをうまいことオブラートかけて、あんた飲み屋でこんなこと言うてへんかつたかって、

別にそこの店でなくても、あっちこつちと言うて回っているわけなんやから、カモかけ

て言うたっていいわけでしよ。

実は、あんたみたいな人がこうこう言うていたって告発があるんやけどって言うて、

それはこれこれここの店や言うて違う店言うてくれたらいいわけですやん。ね。

やあ、飲んでたことやから、そんなんこと言うたかどうかわからへんやとか、いろい

ろ出てくると思いますけど。

そりやあ、本人が､加害者と接触してくれるないうたからできへんかつたんですやん。

（飯田人権室長）

趣悪挙り栓思ﾚ､ます｡‘それで”さいご意向も踏まえまして~口
唇だけは言わ芯ければなら草い､~匿は申し上げたわけです．
研修会等をやらせていただいているんですが､研修会等においては､必ずあいさつで、

福井県内の飲食店でこういう大変問題となる差別事件があったというようなことを申

し上げて、 まだまだ県内であるんだから、真剣にこの話を聞いてほしいということをあ

いさつの中で申し上げて、研修に入っていくということでございます。それで、 ． .

（飯田人権室長）

それにつきましては、ご本人がそういうご意向でございましたので、やはり本人のご

意向を踏まえるということは、一番大事なことだと思いますので、私どもとしては今の

ようにさせていただきましたし、県連さんとも色々相談させていただいた. 。

■■■■■■
すいませんが、話途中で止めますけど、 3月30日と言われましたが、 1月の24日
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■i
思うのはやな、 どこで起こってもそうなんやけど、直接顔見せて対時するって話もし

んどいし、 「私が言いました」という話もしんどいわけや｡、ところが、そこでや、加害

者をどう変えていくのかって、あんたんとこ自身が､全体に対する啓発も大事だけども、
加害者に対してどうするのかってことやな。 ~

~ この人は、 どう変えていけるというか、変えていかなあかんのや･そうやろ。差別発
言やつた人、 あんたらがその人をどう変えていくのかといった作業が全くなくなってし
士畠
一．ノロ

多分、今までそんなもんは、わあわあ言われて・ ・~

いろんな企業が、相当数占めていると思うんですよ。多分こ

やられている関係で、やっぱりそこの関係者も結構出入りさのお店屋さんも、飲食関係やられている関係で、

れていると思う

間違いなしに同

ったら、行政に

間に、この事件を質す訴えをすれば、

くだろうと、あの店で変なことしやく

人が寄り付かなくなるかもしれない。

ましてや今、子どもの問題も出ましたし、まさに差別をされながら、そのことを訴えて

いこうとすれば自らが直接的な被害を受けるという構図なんですよね。

~そこはそこで､県連も入って､そういう理解もしながら、対応してきたと思うけども、 ~

私は、そういうことに乗じて対応をこまねいている、 とどまっている、 これは許せない

ことや、行政も。裏を返せば、行政に信頼がないわけですよ。行政が守ってくれないわ

けですよ。訴えても、行政が。私たちが差別されて、悔しい思いをして、訴えても、結

局のところは行政は守ってくれない。結局のところは私達の商売がぽしやって、成り立

たなくなって、地域社会の中にいられなくなる、 こういう図式を差別されている側も感

じるんです、敏感に。 これを裏返して言えば、行政がいかに、市民の信頼をなくしてい

るかという､裏返しなんです｡■信頼を勝ち得てもらいたい｡そういう■こそ守
っていかなければならないわけでしよ。どうするの、守るためには。再び起こらない取

り組みをしていかなければ、再びも三度も起こるわけよ、 こんな事件が。そのことを提
起しているわけですよ、今。

先程の話の中でも｡|■■■中でも同和問題の研修もしてもらいたい､ こういう意
見もありましたよね。されましたか。

■。
あのね、最初に我々が、差別された本人と話をしたときに、是非それ(加害者へ確認

会）をやってほしいという話しやった。そんなん中で、やっぱり相手からの、本人のい
うことも聞かなと、最初の2回の話し合いでは、差別された本人には、 「もうこんなん

は､耐えられん｣と｢何とかやってくれ｣と､遠いところ■まで､それだけ思
いが強かったわけや、それで、あんたの話（加害者とは会いたくない）はよくわかる、

それでもこれは差別事件だから、相手の方も一緒やから （確認会に）出てくれるかとい

う話をした。最初はその気になったのやけど、いろいろ何回も話をしていくときに、や

っぱり、今までで初めての経験やったから、段々、 自分が表に出ていくと地域の中でも

分かってくると、そういうことが段々怖くなってくる。そういうことで、最終的にそう

いうことになって､ あんたが今言った､ されてもらっては困ると｡その中で､■こは
そういうこと（啓発）はやってほしいとは言ってるんやで。

それはそれで、 しっかり受け止めなあかんやろdだから今、本人がどうあろうとも、

これは行政の責任やから､■端力するというのは､それはおかしい｡■■が主

戦;鰯羅蕪鴛鵜幣灘辱酔注体的に､あらゆる手を使っ に､特に企業の人の発言やから､企業をど

知らんけど、そんなもんでは全然だめや。そんなもん、 1年か2年できちっと全部やる

というような気持ちがなかったら、全然回復せん。だから、君らな、このままでいくと、

二州の人たちがやで、今あの人たちと同じ立場に置か

困るわけ登みんな寝た子ゞ起こすなと。それがいつまでも、ずうっと続くわけや がやな、 これは

言うてもいいと思うが、公務員やがな。ちょうどその中でばれてきたときに、 どうする

かと、皆さん信用していた 員やがな。そうすると、その立場がどうなるの

繕~心寵していたが潅~そ…それからなゞか。本人も来ておった、そ

か変わって、おかしくなったんや。

そういう人をあんた放っておくのか。君らわからんさかい、辛さも何もわからんのや°

その人が、 これから何年も、永久に近いぐらいみじめな思いをして、つらい思いをして
過ごしていくのをどないするんや。

←

（飯田人権室長）

はい、私ども嶺南地域で研修会で行っているんですけど、やっているのは「人権指導

者研修会」を21年度であれば6月16日、 6月17日に行っておりますし、

~_何人来たんですか、関係者が。

(飯田人権室長）

40人ぐらいです。
三

､､総従業員は｡まあ､■§あって.ずうっと関連企
.けど、総勢どのくらいいるんですか、人数は。ざっとで。業がいっぱいあると思うやけど、
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(飯田人権室長）

それは、ちょっと把握していません。

それ以降、いろんな、たとえば研修会でのあいさつといった、いろんなところで、冒頭

で、今こういったことが起こっていて、そういったことについては、私どもも危機感と

いいますか、 こういった問題が現在の差別の一つの現れであると、 こういった問題意識

でですね、あいさつ等で皆さんに訴えて、人権啓発の必要性、 また、恒常的な取組みの

必要性について訴えております。

それで、確かに今おっしゃるように、もう一歩踏み込んでという、その必要性につい

ては、今ご指摘をいただいておりますけども、そういった意識がないわけではなかった

わけではございますが、ご本人さんのこと、また県連とお話ししながらですね、何が一

番必要かということで､ーも話をしてきたわけでございますが､今ご指摘のこと

もございますので､もう一度､ もちろ唾けの問題ではございませんけど､まずは
ロ方で主体的に取り組んでいただくこと､そして私どもが､普及啓発の中でですね､
いろんな企業への、そういう機会もございますので、そういったところで、こういった

事案といいますか、そういったことへの危機意識をしっかり伝えてですね、普及啓発を
図っていきたいと、 このように思っております。

■■■■■）
何百人、何千人といるんですか。

（飯田人権室長）

何百人かはいらっしゃると思うんですけど、人権啓発の責任者を中心として来ていた

だいておりますが、 「人権指導者研修会」の2回の研修会、それから先ほど申しました

「人権啓発講演と映画の会」

ありまして、 ここにですね、

て、協力企業の参加者を取｛て、協力企業の参加者を取り

所人

働き

権啓発責任者研修会」が

かけまして、そこを通じ

まとめるよう依頼をしまして、

いただいているところでございます。

同和問題の研修に参加して

んということでしたよね｡1■
こで問題提起しようかと思って 愈…ように■■翁篝馴雲陰…て……”

るわけ二で言ったほう迄関連していると思うんだ｡これはもう､しっか毎舌をし
て､-三こやな､ しっかり研修させていく､そういう計画喜霊てもら
うと､ こ師1審体に砥峰していこうとするとこれはむずかしい面があると思う
んや｡一方､ こっちの方毎方はもっとやれると思うから､そこのところ､ とりあ
えずやってみいや。

~~

いるんですけどね、その辺りのきめの細かい研修体制というものをしっかりつくっても

らわなあ力

泌職員…とした行跡この事婁をしっかり受け止め…それと、

璽照鰹毒蛎鰯蕊懇難溌蟄?購識酋畠
に対しても、まあ言えば、表面上は差別はない、寝た子を起こすなと言っているが、 し

かし、一皮むいてそれぞれの本音に迫ったら間違いなく差別はごろごろしてますわ、 こ

れ。そういう実態に踏み込んだ研修をしていかない限り、そこに踏み込んで（差別を）

許さない研修をしていかない限り、変わってきません。結局のところ、差別を受けた者

が泣き寝入りをしなければならない、 これでしか解決の方法がない、 このことあなた方

がよしとするのかや。そんでいいんやと言うのか、 あんたらが。

何十年、何百年続いた差別の行動をね、今も続いている差別の行動を行政は良しとす

るのかとい いま問われているわけですよ。

竃その辺りを真． ，に超雇ったの,畢やけ…上ちょっと

龍-篠になって克搬｡…鞠ﾘｷｭﾗ．つかりと自らの課題という視点で、

を1回示してください。

ろしいが、 同時に企業自らも社会的責任という

研修していかなならんということも

説明しながらや､ー自ら差

蹴縦竪烈鯉

B
トップに も

別事件の克服に向けて、私たちの関連組織にも加盟しながらや、 日々

のが研修してきているんや。にもかかわらず、直ではないにしてもこ

＝
ているのだから、そこにしっかりと詳細説明しながら、少

する責任はあなた方もあるんですよと
おけ

視点

でしっかりと関連企業研修もしなさいと、いうことは訴えられるでしよ。

どうですか､■
そういう、内部からの研修の提起もしながら、行政が企業研修をしますという話やっ

たけど､同時に内部から､p企業の社錘勺立場社会的責務というのぱ これ
は存在しますから｡関連企業も含めながら､■その役割を果たしていくことは､ぜ
ひしてもらいたい、 ということは訴えられるでしよ。どうですか。

（小 祉部長）

篭方…答えし霞したけ…■"蓋別事…こり霞した以爆今

これがいわゆる氷山の一角といったらおかしいですけど、 こういった、未だにそういっ

た人権の侵害といった事件が起こっているということで、そういう問題意識のもとに、

Tワ
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（小竹健康福祉部長）

今おっしゃるとおり、全て行政からのアプローチといいますか、そういったことだけ

が重要というのではございませんので、まずはそれぞれの主体、企業それぞれが主体的

に取り組んでいただく、その中でこそ、さらに普及啓発の実行がなる、 こういうことで

ございますので、今のそういったご提案につきまして、 しっかり取組みさせていただき
たいと思います。

いたします。

（持田子ども家庭課長）

それでは、 3番目の結婚相談所について説明させていただきます。結婚相談所の相談

申し込みにおける申込書や相談カードなどの記載内容につきましては、昨年の懇談会以

降、福井県と福井県連さんとの間で勉強会を通しまして議論をさせていただいておりま

す。また、今年に入りまして4月12日の部落解放同盟福井県連との議論をふまえまし

て5月から福井県婦人福祉協議会および福井農林水産支援センターに出向きまして、平

成9年3月28日付けの全国社会福祉協議会事務局長通知で示されました結婚相談カ

ード記入事項参考例6項目を基本といたしまして意見交換、協議を行ってまいったとこ

ろでございます。その結果、申込書等につきまして前述の通知の記入事項参考例6項目
で実施することとなり、現在、具体的な様式を定めるための調整を行っているところで
ございます。よろしくお願いいたします。

q■■）
こればっかりやってるわけにもいかんので…それではまとめこの問題■
?娑噌音健筈卸を些かりやってもらうと｡もう一つ､q■■i主体的に輌
なあかん｡画まいつも受身や｡

でやろう

（中谷教育庁企画幹）

次に4番、公正採用問題についてでございます。公正採用につきましては選考チェッ

ク表および調査マニュアル、 これにより状況把握をしているのですけれど、 21年度の

不適切事象の件数並びに違反事業所への指導、啓発の内容についてでございます。

平成19年7月4日に開催された「厚生労働省通達に基づく就職差別撤廃に向けた学

習会」の結果に基づきまして「公正採用選考チェック表」の内容を修正し、また、公正

採用に係る調査マニュアルを明確化したうえで採用試験を受けた生徒全員が記入した

「公正採用選考に係る受験報告書」をすべて公正採用選考関係機関連絡会議、 これは平
成13年に設置されましたが、に提出をしているところでございます。

平成21年度の調査の結果といたしましては県内企業で121件の不適切事象がご

ざいました。県では、 これまで企業向け啓発リーフレットを作成し、各高等学校から事

業所等へ求人や応募の際に配布しています。また､． 「公正採用選考関係機関連絡会議」
に福井労働局の担当職員にも参加してもらいまして不適切事業のあった事業の指導を
依頼しているところでございます。

労働局といたしましては関係ハローワークを通じてこれらの企業に対し個別訪問に

より公正な採用選考を行うよう指導しております。特に家族に関する不適切な質問、 こ
れが多いためこれらの改善を重点的に行っているところでございます。

1■■B) ~ : --
呼んでこなあかんがな､君ら｡呼んできて話しせなあかん｡君ら■■■に話して十分
嘗鑑う4な且や豆室迦唖かﾙ｡それ一つ約束してよ｡⑱言うたこと約束する。
それともう一個､■､主体となるような研修､啓発すると｡それが一番差し迫った
問題や。君らそんなことないけどやな。それこそほんまにじ一つと・ ・自由がないんや。

結婚したら・ ・ ・やろ？それが・ ・ ・やから何とか早くもっと楽にしてやらなあかん。

緊急性があるんやこれは。もうちょっと切迫した感じで受け取ってくれんとあかん。ほ
，J

な次。

（司会) ~

はい、 どうもありがとうございます。この間少し休憩時間をとらせていただきます。

あそこの丸い時計で40分から開始いたします。次はその次から3番4番5番の項目を

県のほうからご説明いただいて、質疑に入りたいと思います。では、暫時休憩いたしま
す。

（体憩 ）

（柿木地域福祉課長）

5の県が実施いたしました人権意識調査についてですが、同和問題に関する意識につ

いては既婚者に対しまして「お子さんの結婚しようとする相手が同和地区の人であると

わかった場合にどのようにするか」と尋ねましたところ、 「親としては反対するが、子

どもの意思が強ければしかたがない」これが13年度の49.3%から今回は49.4%に、 「子

どもの意思を尊重する。親が口だしすべきではない」が同じく36.4％から39.5％、 「家

（司会）

ただいまより、先ほど申しましたように3番目の結婚相談所の件、 4番目の公正採用

の問題、 5番目の人権意識調査について県側よりご回答いただきます。よろしくお願い
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族や親戚の反対があれば認めない」が7.9％から6.0％、 「絶対に結婚を認めない」6.4％

から5.1％となってございます。

また、未婚者に対しまして「同和地区の人と恋愛し、結婚しようとしたとき、親や親

戚から反対を受けた場合にどのようにするか」を尋ねましたところ、 「親の説得に全力

を傾けたのちに自分の意思を貫いて結婚する」 56.7％から69.6％、 「自分の意思を貫い

て結婚する｣22.4％が25.0％、 「家族や親戚の反対があれば結婚しない｣17.9％が5.4％、

「絶対に結婚しない」 3％から0％になってございます。

以上のことから同和問題に関する意識につきましては平成13年度の調査結果と比較

しまして、差別意識は着実に解消傾向を示しているというふうに考えております。

しかし、今なお強い差別意識が存在することも事実でありますので、 この調査結果を

踏まえまして、今後とも差別意識の解消に向けて教育・啓発を推進していきたいと考え

て怠ります｡以上でご熱』ます。

して説明をさせていただいたところでございます。それとあと農林水産支援センターに

もこちらの農林水産振興課と人権室の方も参りまして説明に参ったところでございま

す。ということでそういったことを踏まえまして意見といたしましては6項目でやると

いうのが基本的人権の尊重ということで非常に重要なことであるというご意見をいた
だいた相談員の方もおられました。

ただ、今までの様式よりだいぶ変わりますので、そこらへん戸惑いがあったようでご

ざいますけれども今後6項目を中心として使いやすいような様式で整えていきたいな
と考えております｡相談員さんは県内に200名おりまして､農林水産支援センターは40

人おります。合計で240人相談員がいるという状況でございます。それから基本的に現

地に参って通知の趣旨を説明したのでほとんど相談員さんには周知徹底が図られてい
るのではないかなというふうに考えております。

~
我々が問題提起をさせていただいて2年かかったわけですね。それで今年の4月に新

様式の、まあl番最初の様式があってそして4月に新様式をみなさん我々に説明されま

した。その新様式の説明の中では依然として相手方の体重の問題や血液型の問題やさら

には家族の生年月日やさまざまないわゆる6項目以外の項目が依然として載っておっ

たわけであります。強く我々も指摘したのですが、やはりさまざまな情報を相談員が持

ち得ないとなかなか成果が上がってこない、そういう話に相当終始されました。皆さん
の方が。

我々にすればいわゆる相談する以前に振り落とされるのではないか、例えば家族に身

体的、精神的障害を持っておったら、その段階で振り落とされるのではないか、親の生

活が、職業が、 これだけで振り落とされるのではないか、 こういう指摘もさせていただ

きました。まあもちろん皆さんもあとでいろいろ議論されて我々が指摘した全社協の6

項目に返ってきたと思うんですが、問題はやっぱり一定の期間出てる。すぐさま、 いつ

から実施されるのかこれが、それぞれの事業所で。 これもあんまり時間おいたらあかん

よ。もう相当時間おいてきたんやから。すぐ実施してもらいたい。それが1つと、全社

協の趣旨だけの説明ですね、相談員には。やはりそのことによって起こる様々な差別の

実態の問題やそういうこともしっかり理解してもらいたい。そうしないと、ただ言った

らあかんよ、そういうこと聞いたらダメよというだけの対応ではダメですからね。その

あたりがしっかりと相談員の方に理解されるような取り組みもお願いしたい。それとよ

くある話で、書類は全社協の6項目やと、実は別に相談員カードがありましてみなさん

の情報をもっと集積しないと、集積することによってより確実にパートナーを見つけま

すと。 こんなまだ二重三重の書類を作っているところも実はあったんですよ。建前は全

社協の書類やと、 しかし現場ではより成果を重んじるがために別の様式があって情報を

集積しているという実態もありました。 このあたりはやっぱりしっかりチェックをしな

がら統一規格でどの相談所のどの相談員に相談されても統一規格で対応されることを
お願いしたい。そのことも含めてどうですか。

（司会）

はい、 どう,もありがとうございました。では、ただいまより質疑に入りたいと思いま

す。

a｡ "
前回とくらべて前向きな回答が得られたんですけれども、あまりの気の変わりような

のでちょっと驚いているのですけれども、その間のいきさつなども聞かせていただきた

いし、それから実際に相談する係は何人おるのか、その人たちへの周知徹底はどのよう

にされているのか示してもらいたい。

（持田子ども家庭課長）

それでは、まずどういう経緯で6項目になったかということにつきましては、 4月1

2日の懇談会の中でいろいろとご意見を賜りましてそれを踏まえまして早速、県の婦人

福祉協議会へ赴きまして会長と話をさせていただきました。それからその後に5月に入

りまして理事会がございました。 これは各地区12地区相談所が県内にございまして、

さらに12地区の中に会場が地区によってl会場から最大で4～5会場を持っている

地区がございますので、基本的には12地区ですね。 12地区の代表の理事が集まる理

事会で説明をさせていただきました。説明の内容は平成9年の3月28日の全社協の方

から出ております結婚相談事業における基本的人権の尊重およびプライバシーの保護

ということでのこの通知、趣旨、 この通知文をですね出席された全員に配布いたしまし

て、 さらにこの中身につきまして再度説明をさせていただきました。

それから、その後ですね、理事会後におきましては12地区の各地区にうちの県の、

私も参りましたけれども、人権室長も参っておりますけれども各地区の相談所の方へ赴

きまして5月から8月までですね日程等調整いたしまして、直接地区へ赴きまして、そ

こに相談員さんにお集りいただきまして、また同じように通知のコピーを配布いたしま
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んけれども。ね、 このあたりしっかりと相談員に周知徹底されるようにね、残念ながら

240人おられると成果を重んじられて自分は、例えば私が相談員とすればですよ、 自分

は成果をあげていきたい、誰よりも成果をあげながら多くの成果をあげていきたい、成

果をあげるためにはより詳細な個人の情報を集積して、集めて、そして相手の情報も集

めてそしてそのことをあわせながら成果をあげていきたいというという人がおられる

かもわからん。そうでしよ？そのあたりの説得も含めた学習を積み上げてもらわなあか

ん。だから私は行政がそういう事業に加担するということ、そういう事業を支援すると

いうことは県民一人一人に分断と差別を持ち込んではならない。障害をもっておられよ

うが、親の学力がなかろうが家庭環境は別にして本人の能力、適正というもののみに、

これは後の公正な採用選考の問題にもつながってくる話ですけども、行政がやっぱりそ

こに関わるということは一定の基準までしか聞けない、個人情報の保護という観点、基

本的人権を守っていくんだ、それぞれにすべての人に基本的人権があるんだという視点

で対応すればですね、おのずとやっぱりそこに帰ってくるんですよ。残念ながら4月の

議論は噛み合いませんでしたけれども、我々は強く求めたけれども。だから1日も早く

相談員さんにその趣旨と理解をされて行動できる状況を作ってもらいたいし、年内と言

われましたけれども、それまでどれだけ相談員さんの研修を積み上げていかれるのかね、

240人いっぺんにやってもなかなかみなさんに頭に入らないだろうからそれぞれの事業

所単位にされるのか分かりませんけれども、そこらへんの計画も含めて一回示してくだ
さい。どうですか？

（持田子ども家庭課長）

相談員の人権研修はやってまいりたいと思っておりますし、さらに様式は当然統一し

た規格は大事ではないかなと思う。 どの相談所に行っても同じ相談を受けられるという

ことが非常に重要ではないかと考えておりますので、早急に統一した様式を作りまじて、

相談員全員に周知徹底を図ってまいりたいと考えています。

1

いつごろですか？

（持田子ども家庭課長）

年内に、 また各地区へずっとまわって参りたいと思いますので、膝を突き合わせて相

談員の方々にきめ細かく説明をしようと思っています。中には高齢の方もおられますの
で、周知徹底を図ってまいりたいと思います。

-_D
あのね、心配するのは残念ながら福井の県民意識としてまだまだ差別的な意識が根強

く私は存在していると思う。例えば相談者の中で私は結婚の相談をしたいし、 申込みを

したい、 こういう方が窓口に来られてですよ、相手方に同和地区の人やったら困る、家

族に障害を持っている人は紹介しないで欲しい、 こんなことを言われたらどう対応する
んですか。

中には私のパートナーは同和地区の人でない人を紹介してもらいたい、ね、家族のお

父さんお母さんの高学歴の人を紹介してもらいたい、在日の人や家族に障害を持ってい

る人は困ります、 こういう相談に来られたらどうします？そういう希望をもって結婚相

談所に来られた人があったとしたらどうしますかと聞いているんや。そういうニーズが

ある方がいるわけや。どうしますか？相談所の相談員さんは。 ~

(持田子ども家庭課長）

~基本的には各地区、それと農林水産支援センター、そちらのほうへも出向いて説明を

してまいりたいという具合に思っております。その中で今おっしゃられたことも含めま
して説明してまいりたいなと考えております6

1■■
理事会とかなんかあるんやな。その人らは理解しとると思うけどな。その人らがもっ

と主体的に、 これが世の流れやということで相談員の人にしっかりがんばってもらうよ
うに。時代遅れやと考えてもあかんで。

－ロ■■■
ぜひ240人の相談員さんの考えをひっくり返すような啓発の計画なりを■■■の方か
ら話ありましたようにちゃんと立てた上で、マッチングというもののたて方からすると

絶対インフレになっていくんですよ。あれも欲しいこれも欲しい、 これはいらんあれは

いらん言うて、そうやって人を引っ付けることを行政がやったらあかんというのが分か

ってるんやったら、違う方法論でどうやって結婚を推進していくんかというもののたて

方を240人の相談員さんの口から出してもらえるような、福井から新しい結婚相談事業
のあり方の1つのケースを作っていくんや、 というくらいの話をこの際がんばってやつ

（持田子ども家庭課長）

基本的にはそういうことで結婚が左右されるのはおかしな話ですので、 こういった方

にはですね、その旨ちゃんと話をさせていただきたいなというふうに思っております。

■－二r~■
そうでしよ。 しかし、今も直近までそういうニーズにあなた方は、あなた方の相談員

さんはしっかりと答えてより詳細な情報を集積をしながらパートナーを探す取り組み

をしておられたんですよ。我々は前回もそれが差別行政であり、同じ県民でありながら

県民の中に分断と差別を持ち込むのかということで指摘をさせていただきました。 しか

しあなたがたはニーズがあるからとかそういう要望があるというだけで対応されてき

たんですよ。今まあ違う答え言われたけれど。まだ直近まで今もされているかもわから
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てほしいんですわ。どこまでいったって、別居でないとあかんとか背は何センチ以上や

とかそんな話が絶対出てくるんやわ。 この中に必ず部落の人は嫌やとか朝鮮人は嫌やと

か出てくるんですわ。それはそれで個人の主義主張やからそこまで行政がどうこうせい

とは言いませんけども、それを前提に結婚をマッチングしてたらあかんいう話ですよ。

だからこそ、せっかくそれを6項目に、それしか情報をとらへんと他に個人カードも何

もとらへんというふうに徹底できるんやったら、その上で結婚相談を進めていくやり方

がないのかと。そんなん手足縛られたら相談事業なんてできへんわいと相談員さんがお

っしゃるなら、 この際やめていくのも手やと思うんです。そりゃ知事がうんと言わへん

かもしれませんけれども。

があることも事実でございますので、そこらへんは十分今､個人の人権、そういったこ

との侵害がですね、起きないように、また、今言われました差別とかそういったことが

起きない、起こさないということを前提にですね、そういうニーズには私どもとしては

答えていきたいとこのように思っているとところでございます。

■■■■
今部長さんがおっしゃった少子化対策と結婚相談事業はちょっと無理があると思う

ので、また考えてもらったらいいと思うのですが、若干確認したいことと今まで出てこ

なかった要請事項がいくつかあります。まず確認したいことは回答書の中に現在調整し

ているんだと、具体的な様式を定めるための調整を行っているとありますが、調整とい

うのはどこと誰と誰が調整されているのかということを確認したいことと、現在使われ

ている様式はどの様式が使われているのか、実は昨年の県との話し合いの中でいったん

見直したというものを提示されて、そこに問題ありますよということでした。で、見直

したものを再度今年の3月に見せていただいたときにも再度問題があって今日もう一

回調整しているという話なのですが、現在はどの様式のものが使われているかというこ

と、それといろんな提出書類を出されていたということですね、相談申込書のほかに。

その提出書類一式の見直しは今回かかっているのかどうか、 この点をまずお答えをお願

いしたい。それと要請事項ですけれども、そもそももともと昨年の2月までどんな様式

帯 :蠕覇讓騨
のものが使われていたのかということにつし

ています。実際ないのですか？昨年の2月ま

んです。そして昨年の夏に一次改訂版、今年の3月に二次改訂版が出てると思うんです

が、相談員さんにいろいろ検証していると、趣旨の徹底を図るとおっしゃっているとき

にはもともと使われていたもののここが問題だったんだということを個別に学習教材

にしていかないと単に様式改めて6項目にしました、 これでいきましょうでは教訓にな

らないわけです。したがってもともと12箇所あるいは12地区あるいは水産支援セン

ターの6箇所ですか、どんなものを使っていてどこに個別に問題があったのかというこ

とをぜひ学習を て欲しいと思います。 これが1点目の要請事

鰯秘鳥謡にもありましたが成果をあげようとす柵＊項です。 2点目I

やっぱりもともとやっていた相談事業の形に近くなるわけです。いわゆる裏のあるいは

表に出ない相談シートが出てくる。 これは具体的にどうやって検証していくのか､ ‘今後

様式を6項目に改めた以降ですね。元に戻らない、そういうしくみを作っておく必要が

あると思うのですね。どういうふうに検証していくのかということ。それから3点目は

本当に前回の全社協が示している6項目でいいのかという検証もぜひやってほしいと

思います。我々は解放同盟としての見解とじては出してませんですけれども、 6項目で

いいと言ったことは一度もないんです。だから6項目でいいのかどうかについてもです

ね、ぜひ検討して欲しい。それから要請事項ですけど、一次見直し、二次見直しをやっ

てきた、 これは皆さんの方で検討されたわけですね。でも、その検討にあたった職員の

人権意識はどうなっていたのかという問題が残ってくるわけです。担当部署の方で2月

チの方から言うてるとおりね、行政がそういうところにまで介入

することが、行政のいわゆる役割としてどうかということも含めて研究してきたわけや

な。結婚相談というのはどこまでいってもね、 6項目といえどもいろんな問題がまた発

生すると思う。例えば出会いの場とかね、その程度の役割でしか行政は果たすことでき

へんのとちやうかと思う。全体として必要なのは啓発を強化するということやね。

（小竹健康福祉部長）

ご承知のように今少子化ということで、 日本の国をあげて少子化対策ということでい

ろんな、子ども手当も含めまして取り組んでいるところでございますけれども、その中

でやはり、 どうしても結婚というそういった問題が出てくるわけでございます。県とし

ては基本的には今おっしゃられました出会いの場、まずは直接、結婚を意識しなくても

男性女性がいろんな知り合うきっかけを作ってですね、そこからそれぞれのご本人の意

思で、結婚ということにつながればいいなということで、そういう側面からですね、取

り組んでもおります。いろんな市町の協力も得ながら、また、民間のそういった募集を

いたしましていろんなイベントとかそういった中で企画を立てていただいて、そしてそ

の中で出会いの場をできるだけ多く作っていただいてですね、その中から、そこで知り

合っていただいて、まあ後はご本人同士いろんなお話しをしていただいて結婚へ繋がづ

ていけばいいなと、実際そういったこともやっているところでございます。一方で今、

今回6項目ということで結婚相談という、直接、昔でいうと仲人さんとかそういった形

になるのかと思うんですけれども、まあそういったお世話をしていただく、そういった

ことも必要というか、そういった点からも結婚といいますか、婚活といいますかそうい

ったところも考えたいということでやっているところでございまして、 .決してマッチン

グだけ、結婚相談だけが県が今やってるわけではございませんので、そこらへんはです

ね、バランスとりながら、ただ、今、実際にそういう出会いの場といいますか、そうい

ったことをなかなか今、昔と違いまして仕事も忙しいですし、 もちろん男性も女性も少

なくなってくる、そういう中でですね出会いの場が少なくなってきていて、それを何と

か行政といいますか、そういったところが少し仲立ちしていただければなというニーズ
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まで使われていたものを見直して、一次、二次と見直されたと思うのですが、その検討

作業に当たっていたスタッフ、職員の人たちの人権意識はどうだったのか？6項目との

あまりにも大きなギャップがあると思うのですが、その辺はぜひやって欲しいと思う。

それと最後ですけれども、実はこの事業については県の回答書の中でこの相談事業は相

談員や県民から出会いの機会が欲しいという強い要望がある事項なんだということで

す。そうすると県民に対して6項目にしましたよと、今までは細部にわたって血液型や

家族構成やら年収やら聞いてたけどこれが人権上問題があったんだろうか、今後は少な

くとも6項目にするんだということを県民に具体的な事例を示して、県として県の機関

がやっていたことに誤りがあったんだとちゃんと示して学習教材として県民に訴えて

いくということをぜひやって欲しい．と思います。以上です。

たりして申し訳ございませんでしたけれども、以上のような状況で今やっております。

■■■■■
だからね、 さっきも言っているように全社協が基本的人権の尊重やプライバシーの保

護、 この観点で6項目なんだと、 これだけの理解ではダメですよと言ってるんですよ、

相談員さんが。今までは本当に詳細にわたって情報を集積してきたわけですよ。さっき

言われたように個人の財産まで書きなさいと。集積をしてきたその第一線で対応をされ

た相談員さんがいわゆる基本的人権の尊重とプライバシーの保護で6項目だけになり

ましたという理解がダメですよと言っているわけですよ。なぜそうなのかということを

しっかりと積み上げていかないとまた裏のカードが出ますよ。裏のカードが｡~そこなん

ですよ。これあるんです、だから。そういうところが、~他県に○だから私は先ほど指摘

をしたようにそのあたりの相談員さんの人権研修はしっかりと積み上げてくださいと、

ね、そうでないと相談員さんががんばったあまりにいろんな情報を集積したとなってく

るよ。またこれ大きな問題につながってきますから。そのあたりの事前の研修をしっか

り積み上げながら年内に様式の調整を今やっていると、どういう欄枠で、 どういう配置
でやっていこうという調整をしてるわけでしよ？それを年内に様式を固めて実施して

いきたいということですから、それと並行して240名の相談員さんの人権研修を、まさ

に人権の課題が中心にすえた相談員活動にならなければならない、だからそのために人

権研修は同時にしっかり積み上げしながら実施できるようにお願いしたいと思います。

（持田子ども家庭課長） ~

1番目の具体的な調整をどういうことをやっているかですが、 これはレイアウトをど

ういう形でやるのかということとですね、それとあと6項目の記入例にも書いてありま

すように注意事項は空白でもいいというようなことを書いてあります。そういった記載

事項もどのところで書いた方がいいのかとかですね、写真を貼る場所とか、登録番号と

か必要と思いますので、そういったものをどういうレイアウトでやっていくのかという

ことを今調整で図っているところです。意見を誰から聞いているかということですが、

これは基本的には12地区と農林水産支援センターに参りまして、いちおう例を示しま

してまた意見をもらってまたやりとりしながら最終的なものを作り上げていきたいな

と考えております。それから今現在どういう様式を使っているのかということでござい

ますが、昨年の21年2月に一部の相談所におきまして、本人の住居の状況それから自

己資産の記載があるところがありました。 これが県内で2箇所、 2会場ですね、先ほど

言いましたように12地区あるのですが、各地区に会場が何箇所かに分かれているとこ

ろもありますので、それを合計いたしますと県内で30箇所になります｡ ~そのうち、 2

箇所でですね、そういった記載のところがございまして、 こちらの方をですね、いちお

う他で使っている様式と同じ形で書き換えをしたところでございます。それで、それ以

降は同じ様式で今やっているんですけれども、今年の4月12日にお示ししました旧様

式と今度新たに変えたいという様式をお示ししましたが、そちらにつきましては、お示

しした4月12日に新しいものとしてお示しした様式につきましては、新規に申し込ま

れた方についてはそれを今使わせてもらっています。 ということで、今2つの様式、要

するに4月12日以前は21年の昨年の2月に一部の相談所では記載事項が住居とか

ありましたけども、それを取り除いた形で統一した様式になりましたので、それがまず

使われているのと、それと4月12日以降に申込みがあった方につきましては、そのと

きお示しした様式でいちおう申込みをしていただいているという状況です。それで、今

回この6項目で新たな様式に統一させていただいた時点ではすべてそちらの方へ移行

をしていきたいなという具合に考えております。それから、要請事項につきましてはま

た後ほどでよろしいんでしょうか。以上なんですけれども、あっちいったりこっちいつ

すみません、 この「私の現在の状況」というのと「パートナーへの希望」というのは

現行では使われているやつですよね？

(持田子ども家庭課長）

それ、 4月12日にお渡しした新しい方ですね。使われております。

~これは6項目に指定したから破棄廃止されると考えたらいいですか。

(持田子ども家庭課長）

はい、 こちらも6項目の新様式に移行したいと考えております。

■ ■
だからそれが裏調査カードやったらあかんのですよ、わかってますか？

それが実は相談員が全部持っていたと。裏調査カードを持っていたと聞いたら問題
になりますよ。そういう意味での研修の指摘をしてるんですよ。
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業所で不適切な事象のあった件数でございまして、企業数は74社で121件でござい

ます。それと県外、それ以外にでございますけれども県外企業につきましては、 7社

で10件不適切な事例がございました。それと公的団体については問題はございませ

んでした｡ちょっと今全体の数は調べさせていただきます｡ちょっとお待ちください。

■■■■■■
変な話ね、 6項目の最後に自己PRというのがあるんですけど、そこに相談員さん

がね、 あんたのことこうやって細かく書いてくれってしてたわけでしよ。例えば最終

学歴がどうやとか別居同居はどう思ってるとか相手にこんなこと望むとか自己PRに

それ書いておいてくれって相談員が現場で指導したらあかんわけでしよ。せっかく6

項目にしても中身的に変わらへんってことでしよ。だからそういうことがないように

しっかり相談員さんに意識改革をお願いしたいということです。

~ ~一
公的団体含んでるのかいな、 分母の方に。

(三足労働政策課長）

はい、それも含めて調べます。

報を朧………聯修を管んとやっぱり墨情報…~

まう。その点検をせなあかん。まあ、がんばっていただきたいんですけど。とにかく

相談員240人の指導をしっかりやるということで。
■■~■
内訳は？去年の交渉で内訳もうちょっと示してくださいってお願いしませんでした

つけ？

■■■■ (三足労働政策課長）

すみません、内訳につきましては今県外企業も含めて131件の不適切な事例がござ

いまして、そのうち家族構成に関する質問が110件でございます。それから短所に関

する質問が11件、愛読書に関する質問とか尊敬する人物に関する件数がそれぞれ3

件、その他のもので4件、あわせて131件でございます。

ダブルヘッダーとかトリプルで違反しているところはないんですか？家族構成を聞

き、短所を聞いたり、尊敬する人物を聞いて、 3つ違反されてるという事業所はない
んですか？複数違反の事業所はないんですか？

実はその、みなさんにも言いますけれども公正採用の問題は福井県では公的機関で

家族構成を求めていたという問題があって今問題になっています。次の福井県の意識

調査と関連しているんですよね、今の結婚相談事業とも。要するに相手のことを根掘

り葉掘り調べて相手を選ぼうとか採用かどうかを決めようとしている問題の一つです。

私が確認したいのは通知の確認をまずしたいと思うんですけど、 121件というのは

1事業所という意味でしょうか。それから、分母、総数ですね、いくつのうちの121

というふうに理解をした方がいいのか、できれば、件数というのは調査票の件数なの

か事業所の実事業所数なのかという説明をいただきたい。それと、今日でなくても結

構ですけども、違反事由別の事業所数、最後の方に特に家族に関する不適切な質問が

多いとかいうのがありますけども、 どんなところでチェックかかっているのか違反事

由別の事業所数のデータは県連に後で出して欲しいと思います。それとこの調査の中

でもともと福井県で問題になった公的機関は含まれているのか、 121じゃなくて分母

の方にですね、分母全部で何社受けたのか分かりませんけれどもあるいは何件の受験

をされたのか分かりませんけれどもこの調査には公的機関が含まれているものなのか

どうなのか、 もし含まれていないとすれば別数であるのかどうか。あと、 4点目に聞

きたいことは県外事業所数、福井県の高校生たちがすべて県内を受けることはないと

思います。ここであがっているのは県内の企業が121件なのですけれども、福井県の

調査の中で県外の事業所数があがっているのかどうか、 この4点をお聞かせ願いたい

と思います。

(三足労働政策課長）

複数の違反事例も中にはございます。

■■■
l社にいくつも質問してるのがあるわけでしよ？あともっと言ったら、例えば家族

構成やけど、おたくのところの福井県の調査では例えば家族構成だけしか調査チェッ

クリストないの？例えば家族の職業とか住所とかそういう項目はないの？

(三足労働政策課長） ~

家族の状況といたしましては職業とか健康、地位、学歴、収入.
(三足労働政策課長）

全体の企業数は今ちょっと調べさせていただきます。 121件といいますのは県内事 ■■■
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そういうのを聞いているのは何社あるのかということをそれを分析せなあかんやろ。

単にざくつとに家族聞いてますっていうだけでなく、家族の職業を聞いているのか、

学歴聞いているのか、そういうことも含めて分析しなかったら課題って見えてこんで

しよ？あるいは住所について、本籍地についてどうなんですか。調査項目にあるんで
すか、ないんですか。

企業に対する指導、啓発につきましてはこの事例を各労働局を通じてハローワーク
に

I ロ■
労働局にわしは言うてるのちがうよ。労働局については厚生労働省交渉でやるから。

福井県として、ね、 じゃあもう一度1番に戻りますよ、あんた。基本計画の中に企業啓
発、企業に対して市町村はやると書いてあるんかい。少なくともあらゆる地域や企業も
含めて学校の中で国が作ると同時にそれを受けて各都道府県はやらなあかんわけでし

よ？そこでその都道府県がやるということを含めて各市町村でやる、だから1番目の要
求項目の中に県が策定し、県内全ての市町村で同じような計画を作ってくださいとやっ
たわけやんけ。 じゃあ福井県の人権教育啓発や教育について企業が全部スプールするん

かい。そういう計画な〃ですか。企業はこれは労働省やとなるんですか。もっと言った

ら福井県は企業誘致とかいろいろするでしよ。企業の産業育成やったら国で言うたら経
済産業省でしよ。じゃあこの企業の福井県の企業の育成とかうちはやりません、産業経
済省がやりますんやと言うんか。そうじゃないでしよ。少なくとも福井県行政としてこ

の企業の育成から含めてやるわけでしよ。当然その企業の育成の中にまさに今の企業の
中で人権や環境、 このことを無視して企業は存在せえへんわけでしよ。だとするならば

少なくとも福井県行政として企業に対する人権啓発というのをしっかり柱もって、その

ためには今どういう実態があるのかというそういう分析をしなきゃ話にならんでしよ。
その中で労働局とどう連携とるかでしよ。労働局に丸投げしたらあかんで。ということ
は福井県行政の責任を放棄してるということやんか。

一覧表は作ってないんですか？どういう質問項目があってそれが何件あって、そんな
一覧表は作ってないんですか？集約の中で。

(三足労働政策課長）

住所につきましては本籍地とか出生地を聞かれたかどうか

■■■I
それはゼロなんですか？福井県は。

(三足労働政策課長）
■

ちょっと今細かいところまでの分析は集計しておりませんので。

■■■
何のための調査やってるんや。調査のための調査やつたってしょうがないでしよ。

このことを通じて企業の持っている差別的な体質が見えてくるのと違うの？だからさ

っき言おうと思ったんやけど､ロの基本計画の中に7ページにあるんですよ、 7ペ
ージいつぺん見て欲しいんやけどな、 こういう表現してるんですよ｡■■のね7ペー
ジの同和問題ね､■においては同和問題に対する意識の希薄化により､意図せず公
正採用上問題となることが表れた事例もあります、 とこう書いてある。だからそのこ

とも含めて自分たち企業が差別しているっていうこともそういう自覚もなく本籍地を

聞いたり、家族構成を聞いたり、家族の職業を聞いたりして最終選考に臨んでるわけ
でしよ？そのことをきちっと分析しなかったら企業の体質って見えてこんやん。もつ

っ

４

と

を

言

７

こ

と

と

ば

の

こ

鳥画趣製騏烹騨
か。そうしなかったら県がいくらその

企業啓発の中にそのことが反映されへ

(三足労働政策課長）

先ほど申し上げました項目についての一覧表はございます。

なら、 もっと詳細作らんと集約できへんやろ、 こんなん。今言うようにそれぞれの

事業所の集約の問題もあるわけや。どういう傾向なのか。不適切発言の企業の傾向、
地域実態、そういう分析をしながらいろんな啓発事業に役立てていくということにな
ってるんで、そこらへんの集約のやりかたがちょっと大雑把やね。課長、そう思いま

せんか。よその県へ行ってももっと詳細に、中身分かってるんやからね。中身分かっ
てるんやかち、個々のね。その集約の仕方をもうちょっと綿密な集約の仕方にしてま
すよ、他県では。ちょっと大雑把すぎるな、集約の仕方が。

んやん。先ほどから1番最初の部分も含めて、今起きている具体的な実態を解説する
ため研修するわけでしよ。差別をなくすための研修、啓発をやるわけでしよ｡~そした

ら具体的にも起きてること力砂■■そういうさまざまな各市町村に知らな
かったら企業啓発なんて進まんでしよ。そういう分析を当然今日の要求項目に出てる

わけやから、あんたとこがそういう問題意識を持っているんやったら、少なくともそ

ういう分析をしてなかったらウソでしよ。そしてそのことを通じて県としてどういう
方針を出すかということになるんでしよ。答えてください。

(三足労働政策課長）
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L b
少なくとも課長、 あれ知ってるやろ？職業安定法が改正されたのは知ってるでしよ？

1999年や、 もう10年以上やな。知らない？

ベースに違反件数を積み上げていますので、詳細分析っていうのは可能です。で、今

お答えに出させていただきました家族構成とかについてはある程度分類ごとにこちら

の方で取りまとめた数字でございまして、それをお示しさせていただいてますので、

まあそれより詳細な情報というのは確認可能ですので、その分析を、あの、表として

本日何が何件という数字は持ち合わせておりませんので、今後ということでご了解い
ただきたいと思います。

(三足労働政策課長）

え一つと、 申し訳ございません。

■■■■■ ﾛ■『
いつまで？ちょっと待ちなよ、それはあかんわ。 申し訳ございませんのレベルではすまん。労

働担当の課長と〈しては。

■■■■
q■■■
少なくとも職業安定法が改正されまして､ ~求職者のいわゆる応募者の個人情報の収

集について、規制がかかっているわけですよ。その中で厚生労働大臣の指針というの

が出てますんや。それ知ってるでしよ？

‐資料あるんやから他県の情報も取り寄せて例えば年内なら年内くらいに集約してく

ださい。

■■■
今年の話やったら分かるんやけど、去年の話やで、去年の平成21年の部分を今だ

に分析してないということはどういうことやと言うてんねん。(三足労働政策課長）

はい。

(労働政策課増田総括主任）

分かりました。数はおさえておりますので。■－一
そしたらその中に書いてあるじゃない。社会的差別につながる個人情報の収集につ

いてはダメですよと書いてあるじゃない。その中に具体的に本籍地とか、家族の構成

とか住所とか出生地とか書いてあるじゃない、そういう項目を含めてどう調査するか

でしよ。 ．

■■
今もう試験始まっているんですよ。今年の試験に間に合わないじゃないですか、そ

んなことやってたら。

(三足労働政策課長）

調査はし;ておりま'~ので､分析をきちんとさせていただきます。

(労働政策課増田総括主任）

それは、労働局にですね、企業に対する指導をお願いしています。昨年例えば21

年度の調査の結果ですね、 こういった企業さんでこういう質問がありましたというの

を、 9月16日に高校生の採用選考が始まるんですけど、それまでに必ず去年問題の

あった企業さんには必ず指導してくださいということで今年も労働局に依頼しており

ますので、時期的にですね、間に合うまでに指導をお願いしております。

■■■■■■
あの、すみません、ちょっと話ずれるかもしれませんけど、 さっきもありましたけ

ど、労働局に丸投げするんじゃなくて、労働局は労働局として各求人出してくる企業

に対して指導はするでしょうけども、県として許認可持ってる団体とか業界とかにち

ゃんと指導してくれませんの？あとでまたウチの書記次長の方から話があると思いま

すけども、宅建業者に対する啓発の問題であるとか、いろいろあるわけですやんか、

■■■■
分析するための項目はあるんかつて聞いているんや。項目がなかったら分析のしょ

うがないでしょうが。
" ◆

分かる人答え、分かる人答え、もう。ちょっと後ろ、あんた分かるんやったら事実

を答えてください。マイク使って。

(労働政策課増田総括聿仔）

調査票に基づいてどんな企業からどんな質問があったかというのを押さえてそれを

qq
リリ 34



公正採用だけじゃなくて、許認可持っているとこあるわけでしよ？県で。そういうと

こに、例えばこれあのパンフレットについて、 リーフレットについて高校から応募す

る学校へ事業所へ持っていくわけでしよ？こうやって採用は公正にやってくださいっ

て言うて。応募してる学校から持っていくわけでしよ？そんな格好の悪いことさせと

ったらあきませんやんか。そりや、立場弱いでつせ。強く言えませんで。おたくんと

こほんなら来年から募集外しますわって言われたら先生一発ですやんか。だから県で

全部集約して県でやっておくんなはれって、他の県でもそうやってるわけでしよ？学

校単位でそんなことさせとったら来年の子の就職に関わってくるから、 こんだけ採用

少ないわけですから学校の先生ってほんまに頭下げてまわってますで、高校の就職頼

むのに。それを県で後押ししたらんとそれこそ睨みの利くとこありますやんか。飲食
業やったらどことか、あるわけでしよ？

く

1■■■
県として具体的に状況を把握して分析をして、県として何を取り込むかということ

を明確にせなあかんわけや。労働局の話やなくて。福井県としてどう取り組むかとい

うことや。 ~

向を示していると確か去年のに書かれていたと思いますけども、私これを見て、県の

意識調査を取り寄せて私なりに分析をしました。しかし、 とてもとてもこういうこと

にはならないと思うのですが、少なくとも例えば県の調査は年齢別、性別、地域別で

データはあるのですが、分析はされているのですか？分析をしたらこんな結論にはな

らないと。今日参加されている人にもちょっと説明をしておきたいんですけれども、

もうすでに結婚されている人に、あなたのお子さんが結婚しようとする相手が同和地

区の人であると分かった場合にどのようにしますかという質問で、 ここではですね、

親としては反対するが子どもの意思が強ければ仕方がないというのが1番多いんで

すよね、確か。49.3％あって、 1番直近のやつが49.4％で半分くらいです。で、親と

しては反対するということなんですよね。子どもの意思が強ければ仕方がないですか

ら子どもの意思が弱かったら、 これ結婚成立しませんよね。要するに心の中では同和

地区の人と結婚するのは嫌だ、子どもの結婚相手としては望まないと言ってる人が半

数いるわけです。それからその下に書いてあるのは家族や親戚の反対があれば絶対に

結婚を認めないというこの数字を全部足す、要するに本当は心の中では反対だという

人と認めないという人を足すとですね、前の調査のときは64.6％ですからまあ6割半

ほどは反対だというわけですね。で、 20年ですから2年前の結果では60.5%ですか

ら6割です｡数字的に言うと64.6％が60.5％になったから4分ほど減ったんですね、

これをもってですね差別意識が着実に解消に向かっているというふうに言われると

みなさんどう思いますか。依然として6割の人が反対なんですよ。 これ誰がやったか

というと福井県がやった調査です。自分たちがやった調査で6割強の人が反対だと思

っていて着実に差別意識は解消傾向を示しているなんて誰がそんな結論を出したの

か知りたいくらいです。もともといろんなデータの分析はされてるんですか？これ。

それからここの下にはまだ結婚してない人に聞いた答えもあります。 これ見るとさす

がに減ってるなと思うけれども実は20年度の福井県の調査というのは未婚者という

のはどれくらいの割合ですか？ごくごくわずかだと思うんです。年代的に見ると20

代の人はトータルの数は忘れましたが、 800くらいあったかな、 トータルは。 トータ

ル800くらいあったうちの3人ですよ、 この回答してるのは。だから20代の人に聞

きたいけれどもほとんどデータにならない数字な〃ですよ、 この未婚者に聞いたとい

うのは。それをことありげに絶対結婚しないという人は4％になってるから確実に差
別意識が解消に向かっているというふうに堂々とおっしゃることがよくでなくてほ

とんど理解できません。少なくとも意識調査の結果についてはちゃんと分析がなされ

ているのか、なされていないとすればちゃんと分析して欲しいというふうに思います。

それから、部長、 これ、私この調査を見てびっくりしたんですけど、電話帳のサンプ

ル数は電話帳からの抽出なんです。そんなん福井県の年齢構成をしっかりと反映する

ようなサンプル取れないですよ。だから今言ったように20代の人が全体の3人しか

回答していない、確か。相手が同和地区の人であるかどうかという答えですよ。だか

ら問題はですね、しっかりとした精度設計したような意識調査じゃない。せめてやっ

ぱり専門家を入れてちゃんと意識が変わってるということであれば専門家入れた調

労働局もしんどいんですよ。今自由化になって労働局一本やないですからね。

q言まあまあまあ。家族状況については分析してあるという話やからそれを出しても
らう。そしてそれを労働局やなしに県内の市町村別に詳細な分析してもらって資料を

出してもらう。それはもうやっぱり県内で各関係するところに出すということやな。

それをやってもらわんといかんわな。

■
県外の7社って、その当該の県に言うたってくれてます？何県、何県なんかという

のは分かってはるでしよ？

(三足労働政策課長）

滋賀県と茨城県、京都府、兵庫県、大阪府、東京都でございます。で、 これは労働

局を通じて他県の労働局から指導を受けていただくというふうにお願いをしておりま

す。 ~

意識調査についてですけれども、県の回答の最後のほうに差別意識は着実に解消傾
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査をぜひ実施して欲しいと思います。少なくとも着実に解消傾向に向かっているなん

ていうのは撤回して欲しい。

織鋤壷……篠罰…鰯……。

電話1帳から引っ張り出して対象抽出するなんて初めて聞きました。全然そんなん科学

的な裏付けではありません。そのあたりはちゃんと科学的な裏付けに基づいたサンプ

ル調査のとり方をしてください。依然としてやっぱり絶対数がまだ多い｡このことを

一体どう見るのか、前回よりも数パーセントか0．何パーセントか減ったから着実に

解消しているという見方をするのか、絶対数がまだ依然として多いという見方をする

のかで全然評価変わっ

訂ﾕ餓鮴鑛艤t鑑鰯鰯駕せてもらいます。 この

の事件があったんです。いわゆるマンション建設等をめぐって事前に土地の周辺を調

査して、いわゆる周辺に同和地区が存在したか、 こういう調査方法が発覚しまして今

事実確認してます。で、先般国交省とそういう情報を提供しながらやりとりをして、

宅地建物取引業者、 これあのそれぞれの県でいろいろ研修とかやってると思うんです

けど、宅建業者です。宅建業者の研修がそれぞれの県で実施されているのか、 こうい

う調査を国土交通省がされました。いわゆる宅建業者の独自の啓発資料を持っている

とか、また、独自の研修とかいろんな取組をされているとか、研修の内容とかを含め

てですね、調査をしたところ福井県においては全く何にもない、 こういう結果が、や

ってるところ、 ここの部分は資料作ってるとか、いわゆる部分的にやってるところも

それぞれの県であるんですけども、福井においては宅建業者に関わる啓発に関わる取

組が全くないという数字の結果が国交省の調査の中で一覧表として出てきました。 こ

れいつぺん分析をお願いしたいと思います。

ていただいたということでありまして、県で統一的にやっていたということでござい

ます。 21年度からはやっぱりちょっと年齢層が偏ってしまったということで、やり方

を改めて別のやり方をするようになったということでございます。今回ですね、 60歳

以上の方が前の13年調査では25.1％だったのが、 58.4％になりました。それに比べ

て20代、 30代の方が少なくなったというようなことで、年齢層の高い人に対するア

ンケートになってしまったということが一つ課題として問題があるということは事実
でございます。

印！かつたけれ…っばり調…に…い……票が〃
なければ少ないほど全く分からん、 どっちでもいいような話になると。正確にやって

もらわんと現実はわからんと。まあ、時間ないんでこれで終わりたいんですけども、

やっぱり数字見てたらみなさん分かると思うけれども、親の意識がやっぱり高いんや

な。 こういう現実、半分の人がやっぱり同和問題について全く理解がないというふう

に考えたらいいと思います。これをどういうふうにこれから考えて解決していくかと

いうことが大事だと思います。 ~

（司会）

の闘尭事業，よろしいですか。次最後になりましたけれども、 6

番■の活用ということで､ご説明をお願い

1■
時間ないから、それはまた後日やらせてもらう。 1番2番も十分話ができなかった

ので、 また後日やる時間があると思うので。え一つとほんなら終わりたいんで、 4時
やで時間なくなるから。

(飯田人権室長）

まず、 この調査でございますけども、以前はですね、県民の方に啓発の調査員みた

いな方がいらっしゃってその方が何名か選んでアンケートに回答するという方式を取

っていたのですが、平成16年から変わりまして､~県民の意識を忠実に反映させるた

めに直近の電話帳から2,000世帯を無作為に抽出してアンケート様式を郵送し、回答

いただくというやり方が取られるようになりました。それで、 このやり方というのは

ですね、平成20年度まで行われていたわけでございます。そうした結果ですね､電

話帳で無作為抽出をしたということで、その電話帳は登録者が世帯の年配者が多く、

自分の名前で来たので登録者が回答する場合が多かった、で、若い人は電話帳に登録

してない場合が多い、本県の全世帯中、高齢者、一人暮らし世帯と高齢者夫婦世帯が

計16％あるということからですね、非常に年齢層の高い方が回答する結果になってし

まったということでございます。こういう調査方法は県統一的にやっておりまして、

政策推進課が一括して調査をやってまして、その一つに私どもの県民意識調査をやつ

(司会）

県の方でご予定していただいてたと患うんですけれども､今■､らも話があ
りま唾さうに一梅ま坐に禅せていただきます｡ まず､福弄爾､方か■
E－lの方でまとめをお願いします。

■~
長い間、ご苦労様でした。まとめって言うても私自身は今日皆さんの意見を聞いて

検討したわけではありませんので、私の考えとか感想になると思いますけども、 まず

一つは、今日話し合った5つの問題、 これについては集約すれば1番の人権教育や人

権啓発についての推進に関する法律に全部集約されるんです。結婚問題にしても、就

職問題にしてもあらゆる問題について行き詰っておるということは人権啓発や人権教

育が十分になされておらない現われと思います。まああの、例えばこの人権啓発や人
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1

権教育については公布されてから10年経っておるんです。 10年経っておるのに遅ま

きながらということでいいんかなと思いますけども、 こういう分厚い冊子を作ってい

ただいたけれどもこれについて具体的にどういうことやってどういう困難が出てきた

潔蕪漁磯羅鴬講綴鍵
す｡毎あります｡至れで■■こ去年ちょうど交渉の場所なんですけども,交
渉の塲示菜る前に日ここ同調愚こついて研修いうようなことはされましたかと。
電話番号は人権担当者の電話番号になっておった｡聞きましたら■は全然､い
や、 自分は何もやつとらんので他の課に皆聞いて歩く言うて聞いて歩いたけれども、

どこも人権問題、人権問題いうたらいろいろとこじつけができるんですけども、同和

鯛二締蕊W職謡無難灘簾憲懸黙鳥
進していきたいということが書いてあるんですけども、やったかどうかというと全然

書いてない。まあ、 10年遅れてこれからやっていかれるんだと思うんですけども、ど

善 篝溌
と思います。

いことはたくさんあるんですが、もう時間ない時間ないっていう話でありますので、

簡単にしますけれどもいずれにしましても今日話し合われた課題というのは実はここ

数年間ずっと継続してきたテーマであります。そうした中で私達が常に具体的にその

福井の中に差別を受けてる部落の住民がいるということをしっかりと踏まえていただ

きたいと、その上で行政としてその状況をどうとらえていくのか、そのことが全ての

課題についてのですね、基本になるというふうに思います。まああの、次回ですね今

日の具体的に提起してきた問題の回答も含めてですね、さらに内容を深めたものにや

ってくことです。お互いに確認をやっていきたいと思います。それとまた一点付け加

えるのであれば､■でですね､ぜひとも差別事件についてのですね､具体的な場面
をですね、お互いに協力しながら作っていきたいなというふうに思います。本日は大
変ご苦労様でした。以上で終わります。

(司会）

はい､ ~どうもご苦労様でした。最後になりましたですけれども、閉会のあいさつと

いうことで、福井県側からよろしくお願いいたします。

(伊藤嶺南振興局長）

本日は、長時間にわたりまして終始ご熱心にご意見を賜りまして誠にありがとうご

ざいました。本日賜り,ましたご意見につきましては私ども真筆に受け止めさせていた
だきまして、福井県民の一人一人が同和問題を自分自身の問題として考え、差別のな

い社会が実現をしていきますよう、なお一層の努力を我々させていただきたいと思っ

ております。今後ともご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。本日は
どうもありがとうございました。

(司会）

では､続きまして中央本部一願いします。

■■■ﾛ■ (司会）

どうもありがとうございました｡最後になりますが､私ども ､らご
あいさつ申し上げます。

あんまり時間ないんですけども、今、県連からも話ございまして、私も今日は来て

資料ぱっと見させていただいたわけでありますけども、 これ決して量の問題ではない

んですけども、内容が極めてばらばらにある。特にこれまでの経緯とかそれぞれの市

町村の課題とかほとんど明記されていないわけです。また中にはですね、部落問題の

ことすら触れられていない市町村もあります。そういうことで、一体その福井県とし

てね、 これからこれを受けてどう具体的なことをしていくかですが、次回しっかり議

鑿無職驍鰹:琉潮;難彪鯉撞箙嫉
いる側がそのことを言えないという状況をどうとらえていくか。さらにまた、具体的

に差別をやった差別発言者に対してどういうふうな取り組みをするのか、 ということ

が中心になってくると思います。そういう意味では今日は具体的な方向を提起させて

いただいたわけでありましてですね、そういうことを踏まえていただいてですね、対

応をしっかりとお願いしたい。それからまた、あとの問題についてもですね、言いた

‐ ■
どうもご苦労様でした。30秒ほどで言います。皆さんいろんな構想の中でがんばっ

てやらんなんというふうに思っていただくとありがたいんですけども、そうでない方

は反省してもらわなあかんのですけども、 ここからまた福井へ帰って県庁へ行ったら

ホッとして今の気持ちがドーンと下がってああ、もうどうでもええわってならんよう

に、それだけお願いしたいと思います。以上です。お願いします。

(司会）

今日はどうもありがとうございました。 これをもちまして22年度の県対交渉を終

わりとさせていただきます。どうもありがとうございました。ご苦労様でございまし
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